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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和２年第５回美幌町議会定例会、第２

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、２番稲垣淳一さん、３番大

江道男さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君）〔登壇〕 それで

は、私からはさきの通告のとおり、大きく

２点の質問をさせていただきます。 

大きく一つ目、アフターコロナに向けた

新美幌スタイルの確立について。 

誰も想像することのできない猛威を振る

っている新型コロナウイルス。緊急事態宣

言が解除された今もなお、毎日のように新

規感染者は増え、この美幌町においても予

断を許さない状況であります。 

しかし、全国知事会が人口の地方への分

散やテレワーク環境の整備などを国に提言

する動きもあるように、アフターコロナに

向けた動きも今後のまちづくりにおいて大

変重要であると考えます。 

そこで、官民が一体となって行うアフタ

ーコロナに向けた体制、新美幌スタイルを

確立すべく、大きく三つの質問をいたしま

す。 

ワーケーションの促進について。 

今後、観光のあり方も大きく変わると考

えます。テレワークを取り入れ、地方で余

暇を過ごすワーケーションという形が主流

になり、そのワーケーションの候補地を探

すといった、新たな観光の形ができるので

はないかと考えています。 

働き方改革の一環としても、ワーケーシ

ョンがかなり注目され、取り組む自治体が

増えてきており、北海道においては、昨年

度１６市町村の共同提案により、北海道型

ワーケーションの導入検討・実証事業が実

施されました。 

私も議員活動の一環で、アドレスホッピ

ングの第一人者を美幌町にお招きし、美幌

町での多拠点居住におけるテレワークやワ

ーケーションの可能性について調査を行い

ました。 

体験プログラム紹介サイトや大手航空会

社の販売促進担当とも意見を交わし、現状

の美幌町においてもかなりの魅力や可能性

の高さを確信することができました。 

空港からのアクセスがよく、立地も抜
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群、自然とライフラインが程よく交わる美

幌町で、このワーケーションを推奨し、移

住定住などにつなげる取組を行うべきと考

えますが、町長の考えをお聞かせくださ

い。 

二つ目、介護従事者の誘致について。 

美幌町は、介護施設が比較的充実してお

りますが、それに対して、介護従事者が少

ないという悩みの声が多く聞こえます。 

これから大きく人が動く可能性がある中

で、都心部からの移住を考える人に向けた

介護職希望者に特化した移住体験ツアーな

どを官民連携で行うなど、町としての課題

でもある介護分野をサポートすべきと考え

ますが、町長の考えをお聞かせください。 

３、官民一体となって行う雇用促進につ

いて。 

昨年６月の定例会において、雇用促進に

関する取組について一般質問を行いまし

た。その際、町のＰＲや住宅紹介を合わせ

た企業説明会は効果的な方法であると考え

る、関係機関と協議していきたいとの答弁

をいただきましたが、その後の取組の進捗

状況についてお尋ねします。 

また、人手不足が顕著となっている民間

企業において、ハローワークや広告を利用

した求人だけでは人員の確保は難しいのが

現状であります。 

美幌町の企業を守るためにも、働き手人

口を増やすためにも、町と民間が一体とな

り雇用促進を行う取組が必要と考えます

が、町長の考えをお聞かせください。 

続いて、大きく２点目、学校の熱中症対

策についてであります。 

マスク着用による児童生徒の熱中症対策

について質問いたします。 

６月１日より、美幌町内の小中学校も通

常登校が再開されましたが、いまだ新型コ

ロナウイルス感染症の終息が見えないた

め、感染のリスクを勘案し、しばらくの間

はマスク着用必須での登校となることが考

えられます。その状況の中で、たくさんの

保護者から、夏場のマスク着用による熱中

症が心配という声が寄せられております。 

保健室へのエアコンの設置や各教室への

扇風機の設置などの対策もとられてはいま

すが、大人でもマスクをしながらの業務や

作業は苦しいです。それが子供となると、

知らないうちに熱が籠もり、熱中症や脱水

症状など、最悪の場合、命に関わります。

授業中の集中力への影響も懸念されます。 

子供たちの命を守るためにも、さらなる

万全の対策として、エアコン設備の増設な

どを検討すべきと考えますが、今後の熱中

症対策の考えをお聞かせください。 

以上、大きく２点質問いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 木村議員

の御質問に答弁いたします。 

なお、学校の熱中症対策については、後

ほど教育長から答弁いたします。 

アフターコロナに向けた新美幌スタイル

の確立について。 

初めに、１点目のワーケーションの促進

についてでありますが、ワーケーションに

つきましては、国が提唱する働き方改革の

一環として近年注目されており、昨年７月

には先進地である長野県が主体となって、

ワーケーション全国自治体協議会が設立さ

れ、北海道からは、テレワークの先進地で

ある北見市と斜里町が参画しております。 

また、北海道におきましては、昨年度、

北海道型ワーケーション導入検討・実証事

業を実施し、今年度につきましても継続し

てワーケーションを普及させるための情報

発信やワーケーションモデルプランの開発

などに取り組むこととなっております。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、テレワークが全国的に推進されたこと

で、今後のコロナウイルス終息後にも、働

き方、余暇の過ごし方に大きな変化が現れ

ると感じているところであります。 

本町が持つ恵まれた立地環境を生かしな
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がら、ワーケーションを推進していくに

は、ワーケーション全国自治体協議会や北

海道型ワーケーション導入検討・実証事業

へ参画しながら、町と関係の深い企業や興

味を示していただいた企業と連携し、一過

性のものではなく、継続的なつながりを持

って実施していくべきものと考えており、

今後、関係機関と協議をしながら、スピー

ド感を持って検討してまいりますので、御

理解をお願いいたします。 

次に、２点目の介護従事者の誘致につい

てですが、北海道は道内で介護サービスを

提供する事業所の職員について、２０１８

年度、平成３０年度に１万５,１５０人が離

職し、１万９,４２３人を採用したとの推計

をまとめ、道内全体で９万９,３１５人と推

計される介護職員のうち、１割以上が１年

間に離職した計算となり、介護人材の確保

とともに、定着率の向上を図りたい考えを

示しております。 

厚生労働省によると、介護人材は２０２

５年度、令和７年度には、全国で２４５万

人、北海道で１１万６,０００人が必要と推

計されており、毎年人材を確保していく必

要があります。 

介護職員は、かねてより給与水準が相対

的に低いこと、女性比率が著しく高い職場

であり、結婚、出産段階での離職率が高

く、本町においても同じような傾向にあり

ます。 

介護人材の確保に当たっては、人材の新

規参入の促進と定着を図る取組が必要であ

り、参入促進、資質の向上、労働環境・処

遇の改善の三つの視点から、国・道・市町

村が役割を分担し対応しております。 

具体的な方策として、国は、介護報酬改

定を通じた処遇改善の取組推進や、介護職

員のキャリアパスの確立に向けた取組の推

進、北海道は介護保険事業支援計画を活用

しつつ、人材確保に向けた様々な取組を推

進、町は、必要性が高まる生活支援につい

ての担い手を増やすことや、資格取得支援

策など事業所の介護人材確保に向けた取組

を支援しております。 

御質問の介護職希望者に特化した移住体

験ツアーにつきましては、首都圏等に居住

する北海道への移住を真剣に考えている現

役世代に対し、介護福祉施設等での就業体

験、美幌町内の生活環境などの視察をする

ことで、体験移住と移住後の仕事、住ま

い、暮らしのマッチングをすることが重要

であり、今後、調査・研究してまいりたい

と考えております。 

次に、３点目の官民一体となって行う雇

用促進についてでありますが、昨年６月の

定例会において、木村議員からの御質問、

御提案を受け、商工会議所との連携の下、

昨年１０月、東京都で開催の北海道まるご

とフェアインサンシャインシティにおける

オホーツク商工会議所協議会主催のＵＩタ

ーン相談会において、企業紹介とともに、

移住定住パンフレットの配布、町のＰＲな

どを行っていただいたところであります。 

また、オホーツク商工会議所協議会で

は、昨年８月には、北見市で大学・高校を

対象としたスキャナビフォーラム２０１９

インオホーツクが、１０月には札幌市にお

いて、オホーツク企業説明会が開催されて

おりますので、町といたしましても、オホ

ーツク商工会議所協議会と連携して、これ

らの機会を活用した効果的な手法が図れな

いか模索しているところであります。 

また、町内には美幌高校からのインター

ンシップ受入れ可能企業が３６社あるとも

お聞きしておりますので、大学と連携した

中で、大学生の受入れについても可能性が

あるのではないかと感じております。 

いずれにいたしましても、町にとって

も、企業にとっても人材の確保は非常に重

要であることから、引き続き、官民一体と

なって行う雇用促進対策や効果的な企業説

明会の実施方法について検討してまいりた

いと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。 
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以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 木村議

員の御質問にお答えいたします。 

新型コロナウイルス感染症対策のため、

学校においても三つの密を徹底的に避ける

マスクの着用及び手洗いなどの手指衛生な

ど、基本的な感染対策を継続する新しい生

活様式を導入し、感染及びその拡大のリス

クを可能な限り低減しつつ、教育活動を継

続し、子供たちの健やかな学びを保障して

いくことが必要であります。 

学校における暑さ対策を講じる環境設備

は、近年の気温上昇の速度に追いついてい

ないのが現状でありますが、本町では、保

健室のエアコン設置や教室内に扇風機を設

置するなどの対策を講じているところであ

ります。 

御質問の今後の熱中症対策の考えであり

ますが、暑さ対策にエアコンが適している

ことは理解するところであります。 

しかし、１教室の整備費用が１００万円

を超えるほか、エアコン設置による電力不

足から受変電工事が想定されております。 

また、新型コロナウイルス感染症対策の

ため、授業中のエアコン使用時でも換気を

徹底する必要があり、冷やしながら外気を

取り入れることで効能は薄れてしまいま

す。 

このように、財政負担と効能状況を総合

的に判断した結果、現時点ではエアコン設

置の考えはありません。 

熱中症は、適切な予防や対処法により防

ぐことができるため、改めて教職員に対し

暑さ対策の共通理解を深めるとともに、特

に、高温多湿時は時間割の工夫、北側に位

置する特別教室の利用、状況によりマスク

を外す、小まめな水分補給のため水筒を持

参させるなど、学校運営の中で対策を講じ

てまいります。 

いずれにしましても、児童生徒自らが熱

中症の危険を予測し、回避する力を身につ

けられるよう学校現場での指導のほか、各

家庭での水分・塩分補給の指導や涼しい服

装の対応など、様々な場面で熱中症のリス

ク回避に取り組んでまいりますので御理解

願います。 

以上、お答え申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） それでは、私から

再質問をさせていただきます。 

順番どおりにいきたいと思います。 

まず、１番のワーケーションの促進につ

いてから再質問させていただきます。 

このワーケーションというものですが、

今後、町というか、町内の業者も含めてお

金を稼ぐことができて、移住も促せる。こ

れはとても大きな取組になり得るのではな

いかと私は考えております。 

そのため、ほかの町が取り組む前に、ど

この町も恐らく着目して取り組もうという

動きが見えておりますが、ぜひ、後手後手

にならないように、美幌町はスピード感を

持って取り組んでいただきたいと思います

が、何か今後の具体的な計画とか、考えな

どがございましたら教えてください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回の答弁の中

で、ワーケーションについてはスピード感

を持って進めたいという答弁をさせていた

だいています。 

何とか早い時期にワーケーションができ

る環境づくりをできないかということで、

今いろんなことを検討させていただいてお

ります。 

具体的にいつまでとは言えないですけれ

ども、早い時期に環境整備、まずは、来て

いただくためにはどういう環境をセットし

なければいけないというのはある程度わか

っておりますので、検討を今しているとこ

ろでございます。 
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○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私も質問の中でお

話しさせていただきましたが、実際に多拠

点居住だとか、いろんな町に移動してテレ

ワークをされている方に美幌町に来てもら

って、現状の美幌町でもかなり魅力がある

ということです。 

ただ何が残念かというと、美幌町という

名前を知らない。こういういい場所がある

ということを知らないというのがネックだ

と皆さん口をそろえておっしゃいます。 

なので、今あるものを生かしてでも、で

きる可能性があると言われていますので、

見せ方を整えて、早急に、そして積極的に

全国に情報発信していくことが、美幌町が

一つ飛び抜けられることになると思ってお

ります。 

その中で、美幌町にワーケーションで人

が来てもらうとなったときには、宿泊施設

がかなり大切になってまいります。 

ワーケーションというのは、通常のビジ

ネスや観光とは異なるところがありまし

て、いろんな方にお話を伺いますと、やは

りどこの町でも体験できるような一律のサ

ービスを求めているわけではないと。 

そういった意味では、美幌町はグランド

ホテルが今回なくなってしまいましたが、

美幌町もグランドホテルに頼らなくても推

奨ができるという可能性が一つあるのでは

ないかと思っています。 

つまり、ビジネスのお客さんとは別だと

いう見分けができるのではないかと思って

います。 

そういった意味では、最近いろんな町で

も取り入れているゲストハウスだったり、

シェアハウスだったり、こういったものが

かなり有効なのかなと。そこにはやはり民

間の力が必ず必要だと思います。 

美幌町は空家対策協議会を設けておりま

すが、例えば、空き家を生かしてゲストハ

ウスなどの開設を促進したり、支援した

り、または誘致する。こういった施策が町

としては必要ではないかと思います。 

併せて、コワーキングスペースという、

俗に言うシェアオフィス、いろんな人たち

が自由に出入りできて、Ｗｉ－Ｆｉや、パ

ソコンを使えるデスクだったりだとか、そ

ういった施設を整えるだけでかなり魅力的

になると思いますが、その辺りを今話した

ように促進、そして支援または誘致、そう

いったお考えなどはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ワーケーションを

どうしていくかという話の中で、宿泊施設

のことをお話いただきました。 

まずは、大きくは効率よく仕事ができる

環境整備だと思うのです。 

美幌町は非常に空港が近く、それから観

光地の玄関口でもあるので、それはそれで

魅力ですけれども、それよりも仕事ができ

る環境整備をしっかりしなければいけな

い。 

今、木村議員からも言っていただきまし

た。例えば、通信環境、最低でもＷｉ－Ｆ

ｉ環境があって、その前段で光回線が来て

いるとか、それから宿泊をどうするかとい

うことだと思うのです。 

この辺をしっかりしなければいけない部

分、そして、今できることを考えますと、

一つは、大きな企業を対象にして、たくさ

ん来ていただくことと、それから、小人数

とか、個人的に可能な方が来てもらうとい

うことでいけば、どちらかというと、個人

及び小人数の対応であれば早急に進めてい

けるのかなと。 

その中でいけば、空き家対策でやった

り、いろいろ提案いただいたゲストハウス

と言われるものは町も持っていますし、シ

ェアハウスとか、民宿等もやっていますの

で、そういう方々にお話をして、長期間で

なければ、１週間自由にそこで過ごしても

いいですよとか、朝食は提供しますとか、

そういうことはまとめていけると思ってお
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りますので、今できることをしっかり整理

した中で、先ほどの繰り返しになりますけ

れども、スピード感を持って、町の方にも

理解いただくこと、それから、来ていただ

く方にも美幌町をアピールしたいとは考え

ております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 町長の早い時期に

環境整備を行いたいという答弁、私はすご

く心強く思っておりますので、ぜひお願い

したいと思いますが、そういった中では、

今美幌町の持っている施設の中で魅力的と

皆さんおっしゃられるのがみどりの村でご

ざいます。グリーンビレッジだったり、エ

コハウスは現状でもＷｉ－Ｆｉが整ってい

て、本当にすばらしいと。 

みどりの村、グリーンビレッジに関して

は、少し古さも感じる部分はあるかと思い

ますが、ほかの町では味わうことのできな

い宿泊施設という意味では、朝起きて外に

出たら美幌町の町、藻琴山を望む朝日を見

ることができて、そこから少し森林探索な

どもでき、近くには美幌博物館もあったり

と、そういった意味ではそこだけで美幌町

を楽しむことができるのではないかと思う

のですが、エコハウスはかなり人気で、稼

働率も高くなっている話を聞いておりま

す。 

その中で一つ、施設として気になるのが

すずらんです。利用者が限られていたりと

いう部分もあると思うのですが、私も何度

か使わせていただいたことがありますが、

あの施設もワーケーションとかテレワーク

とか、そういった人たちには魅力的に感じ

るので、ぜひもっと活用していただきたい

と思うのですが、その辺りいかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） みどりの村も非常

に場所としてはよい場所と私も認識してお

ります。 

グリーンビレッジについては、Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境も整備しています。エコハウスにつ

いては、つい最近までＷｉ－Ｆｉ環境を整

備していませんでしたが、宿泊される方が

最低限必要ということで、つい最近整備を

しております。 

そういったことからいけば、エコハウ

ス、グリーンビレッジについては、そうい

う環境が整っていると思っております。 

すずらんについては、みどりの村振興公

社に管理していただいていて、一つの事業

として使ってる中で、そこをどう使ってい

くかということもあるのですけれど、その

辺の調整をしながら、環境としてはいい場

所ではあるのですけれども、先ほど言った

ように、まず仕事をするということであれ

ば、通信環境をよくしなければいけないと

いうことでありまして、グリーンビレッジ

までは光回線が来ているのですけれど、博

物館を超えて、そこまで整備をどういう形

でできるのか検討しなければ、場所はいい

のですけれども、どうぞお使いくださいと

いう結論は、今言い難い場所であることだ

けは御理解いただきたいと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） ワーケーションに

ついてはわかりました。こちらで一度終わ

らせていただきます。 

続きまして、介護従事者の誘致について

再質問をさせていただきます。 

人材確保に向けた意見交換を各事業所等

と行っているかどうか、行っているとした

らどういう声が寄せられているか教えてく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） お答えいたし

ます。 

介護施設の事業所とは、定期的に介護の

施設サービスの事業所と運営推進会議を設

けさせていただいて、協議させていただい
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ております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） その中で、どのよ

うな意見とかが出ていたかわかりましたら

教えてください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） 最近は、新型

コロナウイルス感染拡大防止につきまして

お話しさせていただいたり、入所される、

介護の対象の方々の健康状況ですとか、ま

た、けがや事故がないような取組をしてい

ただくよう話を受けたり、相談されたりだ

とか、行政としてのアドバイスをさせてい

ただいたりしております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） すみません。私の

言葉足らずで申し訳ございません。 

人材確保に向けた意見交換という中で、

事業所から何か意見等が出ていれば教えて

ください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） 人材確保に向

けた意見交換という点では、具体的な意見

交換はしてございません。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私から質問させて

いただいて、今回いろいろと御答弁いただ

きましたが、やはり現場の声はかなり大事

だと思います。人材が確保できなくて、人

材不足という声も私の耳には結構入ってき

ておりますので、ぜひそういった意見交換

も積極的に行っていただいて、町としても

サポートいただけたらと思います。 

その上で、御答弁にもありましたとお

り、介護職員の給与水準が低いという課題

も全国的にございます。 

そういった中で、町として給与水準や生

活水準、こういった部分の手助け、支援を

する考えなどはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） 介護職員の

方々の待遇改善ですとか、給与の改善につ

きましては、先ほど町長からの答弁にもご

ざいましたように、国では給与の待遇改善

ということでキャリアパスの推進を行って

おります。 

こちらにつきましては、要件が必要にな

るのですけれども、職位や職務の内容に応

じた任用要件と賃金体系の整備、二つ目と

しましては、資質向上のための計画を策定

し、研修の実施または研修の機会を設ける

こと、三つ目としましては、経験もしくは

資格に応じて昇給する仕組み、または、一

定の基準に基づいて定期に昇給を判定する

仕組みを設けるなど、こういった条件をク

リアされる事業所の方々の給与が、国の報

酬も含めまして賃金体系の改善がなされて

いるところでございます。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 若干補足させ

ていただきますと、町単独としては、介護

従事者の確保の支援ということで、資格取

得につきまして支援をさせていただいてご

ざいます。 

実績でいきますと、平成３１年度につき

ましては１８名、金額で１８１万２,０００

円、平成３０年度、実績７名で５４万７,０

００円ということで、令和２年度につきま

しても、予算額は昨年度と同額の２１０万

円の予算を確保した中で、支援をさせてい

ただいている状況でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 医療従事者の移住

してきた方には、一時金を出す支援をされ

ているかと思うのですが、介護従事者には

そのような支援は考えていらっしゃらない

のでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御
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質問でございますが、介護従事者につきま

しては、１回目の答弁でありましたとお

り、かなり離職が激しいということもあり

まして、その状況もあって今ところはその

ようなことは考えていない状況でございま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今部長からお答え

いただきました中に、離職率が高いという

お話もありました。 

そういった意味では、やはりある程度覚

悟を持って美幌町に移住してくれた人たち

にしっかり手厚く対応して、囲い込みとい

う言葉が合っているかわかりませんが、要

は、美幌町が好きになって、美幌町で介護

をやりたいというふうに人を誘致するとい

うか、そういった取組というのが必要だと

考えます。 

こういうニーズが高まっていますので、

取り合いというか、そういうふうになるこ

とが考えられます。 

そういった意味では、スピード感が何よ

り大切かと思うのですが、コロナの状態で

今はなかなか来ることができない人たちも

いますので、オンラインを利用してそうい

う人たちとつながるとか、そういった取組

もできると思います。 

現状で移住定住の促進は、恐らくまちづ

くりグループが所管となっていると思うの

ですが、どの業種にも言えるのですが、担

当の垣根を越えて、そういった業種にピン

ポイントでアプローチをかける。今回の介

護で言えば、民生部と総務部が連携して行

う。 

そういった取組が必要かと思いますし、

それをスピード感を持ってやっていくこと

が大切かと思うのですが、その辺りいかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） 介護職につきま

しては、御存じのとおり人材の確保が大切

なところでございまして、いろんな事業所

とお話をしている中では、様々な町の研修

制度の補助だけでなく、外国人の受入れだ

とか、いろんな部分を事業者から提案を受

けてございます。 

そういう中で、移住とのマッチングです

けれども、全国的に介護職が不足している

中で、都会のほうが給与面だとか、生活面

では有利な部分があるので、介護職をこち

らに呼ぶという形ではなくて、美幌町に移

住したいという方が介護職を希望する場合

は、事業所と連携をとりながら情報提供を

するという形でいかないと、美幌町に移住

してくれた人が、希望していれば求めてい

るのですけれど、事業主のほうでもずっと

いてくれる人だとか、いろんな要件があり

ます。 

資格を持っているから全て採用するとい

うことではないという部分もありますの

で、まずは資格を持っている人が美幌町に

移住していただけるのであれば、当然、情

報提供して、職についてもらうということ

はできるのですけれども、美幌町で介護職

を希望しているので来てくださいというと

ころまでは、事業者ともそういう意見交換

をしながら、対応をしていきたいとは考え

ておりますので、まずは人を確保するとい

う部分で、連れてくるよりも資格取得の支

援をして、地元で人材を増やしていくとこ

ろから始めているということでございます

ので、そういうことで新卒者などが資格を

取って、奨学金を出してこちらにそのまま

就職してもらうという形がいいという意見

もありますので、そういう部分についてこ

れから検討していきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 新卒者に向けて奨

学金の対応をして、美幌町に戻って勤めて

もらう、そういった取組も有効かと思いま
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すが、副町長から御答弁があった中で、事

業者とのマッチングの話だと思うのです

が、そこを踏まえた上で、私は今回この体

験ツアーを提案させていただきました。 

誰でもいいから来てもらって、そのまま

勤めてもらうという意味ではなく、そうい

った声をかける部分を町が取りまとめて、

実際に美幌町にある介護の事業者の方たち

と連携をして、来てもらった人たちに美幌

町の事業者を全部見てもらいながら、事業

者の方にもその人を見極めてもらって、逆

に、興味があって来てくれた人たちにも美

幌町の介護事業者はどういう形だろうと見

てもらう。それが、きちんと見て、自分た

ちがお互いに選べるという、それを町とし

て手助けするという、なかなか１事業者で

これを行うのは大変だと思うので、そうい

った意味で、今回提案をさせていただいて

いますので、その辺りについてはお考えい

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 介護に携わる

方々、人の確保については、副町長が話し

たとおり、私は基本的には美幌町、それか

ら近隣で考えたいと思うのです。 

私が町長になったときの公約の一つにも

入れたのですけれども、やはり介護職員に

対して、もう少し手厚くできないだろうか

というのは、しっかり考えていかなければ

いけないことと思っております。 

具体的に、先ほど民生部長から研修など

については、事業者に対して資格の習得も

含めてやっているのです。 

それ以外に対していろいろできないか

と、言うならば、他の資格者に比べれば薄

いかなというのが正直な気持ちでありま

す。それは今いろいろ考えさせていただい

ております。 

副町長からの奨学金という話の中で、そ

れがどういう形になるかという話だと思い

ます。 

今提案がありました都会からという話に

なったときに、話としては非常に理解でき

る部分はあるのですけれども、この話を内

部でしたときにたどり着くのは、来てもら

うため、要は美幌の魅力というか、ここを

どうするかということをしっかりしない

と、なかなかツアーを組んでいこうという

ふうにならない。 

ですから、誰でもいいというわけでな

く、介護職員を希望している方で、このツ

アーでと言ったときには限定されるわけで

す。今までも、北海道の事業で、移住希望

者マッチング事業ということでさせていた

だいております。 

その中で具体的に地元で体験していただ

いて、そのまま勤めますと言って、少し務

めていただいたのですが、結果的にその方

は美幌から去っていきました。 

それを考えますと、きちんと美幌町に魅

力を持ってきた方が、仕事につくというこ

と。同じく考えられる部分ですけれども、

この辺が介護ということではなくて、美幌

に興味を持っていただくということを、今

までの経験を踏まえて、そこをしっかりや

らなければいけないということで、提案い

ただいたことに対しては同感ですけれど、

その手法が介護がベースなのか、美幌町に

魅力があるのかという、先ほど副町長が言

った移住ということを考えると、やはり美

幌町に魅力を感じてということを優先した

ツアーでなければ難しいというのが正直な

気持ちであります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 町長から今、美幌

町の魅力のお話をいただきました。 

私も、今回の介護従事者の誘致について

は、まず美幌町の魅力があって、現状で介

護をやっている人たちが、美幌町という田

舎だけれども住みやすい町に移住して介護

をやりたいというような、そういう人を促

すという意味で提案させていただいており

ます。 
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その中で出てきた美幌の魅力、これは美

幌町に移住してきた人たちがかなりいま

す。 

私も美幌町に移住してきた十数名の方た

ちと何度か意見交換を行わせていただいて

おりますが、３番の雇用促進の部分にも重

なるのですけれど、町として、移住定住し

てきた方たちと意見交換をして、この人た

ちが美幌町にどういう魅力を感じてきてい

るかというのはしっかり把握されていらっ

しゃいますか。 

そういうことをされているかどうか教え

てください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、御質問の移住

してきた方々に集まっていただいて意見交

換というのは、私の記憶では近年はないで

す。 

ただ、経済部長をやっていたときに、美

幌町は農業に係る移住者が多いので、その

方々とは意見交換をしておりました。交流

会もやっておりました。 

そういう意味では、最近来られた方々と

の意見交換をしていないので、ぜひ、皆さ

んの御意見をお聞きしたいとは思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） なぜこのようなお

話をさせていただくかといいますと、３番

の官民一体となって行う雇用促進、こちら

の再質問と重なるのですけれども、移住を

考えるとなると、まず仕事となると思うの

です。 

実際に、移住を求める人の動きとして、

移住先の仕事をハローワークに行って探す

という人たちは多分少ないのではないかと

思うのです。 

そこで、町の移住ポータルサイトを拝見

させていただきましたが、一応、採用情報

等も載っていますが、制度とか取組、こう

いった情報を一覧にしているだけで、正

直、見る側のことを考えたつくりとは思え

ないです。 

単純にポータルサイトを見て私が思った

のは、移住ウエルカムですという町の姿勢

は感じられません。 

そういった意味では、例えば、美幌町で

働いて楽しく生活してみませんかというよ

うなインパクトのある見出しをどんとつけ

て、それに続くようにどんな仕事があるの

か、美幌町の子育て、教育環境は、美幌町

の楽しみ方は、住まいを探そうとか、こう

いった見る側のことを考えてストーリー性

を持たせたサイトにすべきと思うのです。 

そういった上では、やはり移住者のイン

タビューを行って動画を載せるだとか、年

齢層、家族構成に合わせた紹介、こういっ

たものも絶対に必要ではないかと思いま

す。 

そういった上で、移住者の方と意見交換

とか、実際に住んで美幌町のよさを聞かれ

ていますかという質問をさせていただいた

のですけれども、こういう移住サイトにす

べきと思うのですけれども、その辺りはい

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 今、議員から

いろいろ御提案をいただきました。 

新型コロナの関係で、全国的に地方移住

の流れが加速化しております。 

例えば、首都圏では３密を回避するため

に、通勤ラッシュを避けるとか、テレワー

クを活用した働き方改革ということで、少

し見方を変えれば、私たちの町、美幌町の

ＰＲの好機にもなっているのだろうと思い

ます。 

そういう中で、今提案のあったとおり、

サイトの魅力がないとか、見る側を意識し

たつくり込みになっていないというのは、

全くそのとおりだと私も受けとめておりま

す。 

美幌町の暮らしやすさ、例えば、医療環

境が整っているとか、自然環境や子育て支
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援策が充実している、さらには空港アクセ

スも優位性があるとか、いろいろ誇るべき

点がありますので、その辺をしっかり精査

して、勝手にこちらからの思いだけで発信

したつもりになっているというのは反省点

ですので、しっかりと発信した内容が届い

ているかというのを今一度検証して、ま

た、民間の皆さんの力も借りた中で、これ

からの移住促進に向けて仕切り直して、ギ

アを入れて前向きに取り組んでいきたいと

思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私は、美幌町の移

住定住の部分は絶対に必要だと思っている

ので、今回も思いを込めて質問をさせてい

ただいていますので、熱くなってしまって

申し訳ありません。 

雇用の部分について、答弁の中で大学生

を人材としてという御答弁をいただいてい

ました。 

大学生を雇用の対象とするということに

なってくると、美幌町の企業は大学生を雇

用する機会が今まで少なかったのではない

かと思います。 

そういった意味でいけば、体制とか、そ

の受け入れる側の意識といった部分の向上

も必要かと思いますが、その辺りを町で促

進していくだとか、関係団体と連携して促

進していくだとか、そういった考えという

のはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 先ほど御答弁

をさせていただきましたが、会議所で美幌

高校からのインターンシップの受入れ可能

企業が３６社あるとお聞きしております。 

これにつきましては、何年かに１度、会

員に対するアンケートをとって、インター

ンシップ可能企業との連携、それから学校

との連携を行っているということでお聞き

しておりますので、これは高校ばかりでは

なくて、大学生の受入れが可能かどうか、

アンケートに一文を入れていただいて、大

学生の受入れについても可能性を追求して

いきたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） わかりました。 

それでは一つ伺いたいのですが、答弁の

中にありました、１０月に東京都で開催さ

れた北海道まるごとフェア、こちらでのＰ

Ｒの反応とか、成果がどうだったのかわか

りましたら教えてください。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 昨年６月の木

村議員の御提案を受けまして、会議所と連

携をさせていただいて、昨年はまるごとフ

ェアの池袋の行事の中で、Ｕターン、Ｉタ

ーンの説明会ですとか、町のＰＲＤＶＤの

紹介などをさせていただきました。 

残念ながら、会議所からは行っておりま

すが、町からは参画をしておりませんの

で、実際の成果ということでは承っており

ませんけれども、来場者については、主催

者発表で５万６,０００人の来場者があった

ということで、都市部での機会としてはよ

い催し物ではないかと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） こういった取組は

続けていくことが大事だと思います。 

そして、どういう反応が得られたのかと

いうことも反省しながら、さらにどういう

取組をしていったらいいかということで、

再検討していくことを続けていただきたい

と思います。 

それでは、最後になりますが、大きく２

番の学校の熱中症対策についての再質問を

最後にさせていただきます。 

答弁で、熱中症の対策を一生懸命やられ

るということで、保護者の方が御覧になっ

ても安心していただける内容かと思ってお
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ります。 

その中で、一つだけ確認をさせていただ

きたいのですが、状況によりマスクを外

す、小まめな水分補給のため水筒を持参さ

せるなどとありました。 

状況によりマスクを外す、この状況とい

うのはどういうことを考えられているのか

だけ教えてください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 毎日、検

温をしてから学校に来るわけですけれど

も、その子の体調、日によっては授業途中

から具合が悪くなるとか、顔色を見ればわ

かりますので、そういう場合には先生がマ

スクを外させる。 

当然、換気とか、机を１メートル以上離

しますけれど、先生方はかなり目配り気配

りしながら子供たちの状況を見ていますの

で、いろんなケースがあると思いますけれ

ども、基本的にはそういうことでありま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） すみません。

補足で答弁させていただきたいと思いま

す。 

マスクを外す状況としては、例えば、気

候の状況などで熱中症などの健康被害が発

生する可能性が高いと判断したときですと

か、そういうときには教員の判断でマスク

を外す形での指導を行うようにしておりま

す。 

また、マスクを外す際には十分な距離を

保って、コロナ対策についても十分配慮す

る形で対応するとしておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これで、５番木村

利昭さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時１５分といたします。 

午前１０時５８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君）〔登壇〕 それで

は、議長より許可をいただきましたので、

通告に従い質問をさせていただきます。 

大きな一つ目、町立保育園・保育所とい

うことで、新型コロナウイルス感染症対策

の現況と今後の進め方について。 

本年２月２３日、美幌町において、新型

コロナウイルス感染症対策本部が設置され

ましたが、美幌町立保育園、保育所におい

ては、小中高校が臨時休校措置が取られる

中でも引き続き運営していたところであり

ます。 

未経験の事態の中、手探りの対策に関係

者や保護者の皆様の御苦労も大変だったと

思われ、一町民として感謝をしているとこ

ろでございます。 

６月４日、美幌町は新北海道スタイル安

心宣言の美幌町役場版を発表いたしまし

た。そこで、次の二つの事項についてお伺

いいたします。 

①現在、保育園・保育所では、新型コロ

ナウイルス感染症対策としてどのようなこ

とに取り組んでいるか。 

②手洗い場の温水、エアコンの設置など

については検討はしているのか。 

続いて二つ目ということで、上美幌保育

所の今後の運営についてということで質問

させていただきます。 

現在、開所している美幌町のへき地保育

所は、上美幌保育所の１か所のみとなりま

した。 

その中で、上美幌保育所には通所せず、

他の保育園に通園している世帯が多くなっ

ております。 

私が、対象世帯、現在通所している世帯

も含め、その理由について聞き取りを行っ

たところ、第１に施設の老朽化、第２に給

食がないということが大きな理由として挙
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げられておりました。 

その上でお伺いいたします。今後の上美

幌保育所の施設整備や給食導入に関する考

えをお示しください。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 伊藤議員

の御質問に答弁いたします。 

町立保育園・保育所について。 

質問１項目め、新型コロナウイルス感染

症対策の現状と今後の進め方についてであ

りますが、町立保育園及び保育所におきま

しては、緊急事態宣言期間中、家庭内保育

が可能な御家庭については、登園自粛をお

願いし、保育を必要としているお子様の保

育を行ってきたところであります。 

御質問の１点目、新型コロナウイルス感

染症対策として、どのようなことに取り組

んでいるかについてでありますが、保育

園・保育所におきましても新北海道スタイ

ル安心宣言の美幌町役場版に準じて、職員

及びお預かりしている児童の検温などの健

康チェック、手洗い・うがいの励行、園内

の定期的な換気、ドアノブ等の共有部分等

の消毒などについて取り組んでいるところ

であります。 

また、せきなどの風邪の諸症状時におけ

る登園自粛や免疫力を高めるため十分な睡

眠やバランスのとれた食事について、各家

庭へ周知し、お願いしているところであり

ます。 

御質問の２点目、手洗い場の温水、エア

コンの設置などについての検討についてで

ありますが、現在、町立保育園及び保育所

においては、給湯設備がないことから、温

水が供給できない状況となっており、水道

水での手洗いを余儀なくされております。 

しかしながら、水道水での手洗いでは、

新型コロナウイルス感染症予防として効果

的とされる流水で１５秒の手洗いが、子供

たちには冷たすぎて実施できていない状況

でありますので、現在、国の新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活

用した給湯設備の整備について検討してい

るところであります。 

また、エアコンの設置につきましては、

十分な換気を行わない環境下では、エアコ

ンによる新型コロナウイルスの拡散リスク

が指摘されておりますので、全ての保育室

等へのエアコン設置については考えており

ませんが、体温調整や意思表示の難しい低

年齢児の保育室にエアコンの設置を検討し

てまいりますので、御理解を賜りますよう

お願いいたします。 

質問事項の２点目、上美幌保育所の今後

の運営についての１点目、上美幌保育所の

施設整備に関する考えについてであります

が、平成２９年３月に策定いたしました美

幌町公共施設等総合管理計画の今後の方針

において、へき地保育所は今後、地域の少

子化の現状と施設規模の最適化を合わせて

検討していきますとしております。 

へき地保育所は、現在上美幌保育所１か

所のみの運営となっておりますが、現在の

利用内訳が５歳児３名、４歳児７名、３歳

児３名、２歳児１名であることから、現４

歳児が卒園する２年後には利用人数が１桁

になることが見込まれます。 

これらのことから、美幌町公共施設等総

合管理計画の今後の方針でもあります施設

規模の最適化を図る上からも、大規模な施

設整備は難しい状況となっております。 

御質問の２点目、給食導入に関する考え

についてでありますが、給食の導入につき

ましては、上美幌保育所施設内における自

園調理や給食センターを活用した給食の提

供などを検討した経緯がありますが、自園

調理においては、厨房施設の衛生面などの

課題などがあること、また、給食センター

を活用した給食においては、小中学生用の

給食を提供するため、園児にとっては食材

が大き過ぎること、さらに、小中学校の給

食時間に合わせた調理完成時間では保育所

の給食時間に間に合わないことなどの課題
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があることから、給食導入については難し

い状況でありますので、御理解を賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 御答弁いただきま

したので、順番に再質問させていただきま

す。 

新型コロナ感染症対策に関しましては、

理解させていただきました。 

今後においても、保育園児たちが安心し

て、万が一にも感染しないよう、また、関

係各位、それから、保護者の皆さんにも、

移動制限は解除されましたけれども、お気

をつけて気を緩めることなきよう今後も取

り組んでいただきたいと思っております。 

次に、手洗い場の温水設備についてであ

りますけれども、先ほどの答弁の中に、臨

時交付金を活用し整備したいということで

すが、検討をしているのであれば、各保育

所にいつ頃までに整備されるのかお教え願

いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、国の交付金を活用し

て整備をしたいと考えております。 

今後開催されます議会に補正予算として

提案をさせていただきまして、お認めいた

だいた後、早いうちに設置をしたいと考え

ております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それにつきまし

て、設置するのは今のところ美幌町内の公

営の保育所全部ということでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 美幌町内にあ

ります美幌保育園、東陽保育園、それから

上美幌保育所、３か所に設置をしたいと考

えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 手洗い場について

はわかりました。 

エアコンの設置についてですが、十分な

換気を伴わないとエアコンでの拡散リスク

が高まるということですが、エアコンを使

用しながら換気でき、また、浄化できる機

器があると聞いたことがあるのですが、そ

の辺の情報はどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 私どももいろ

いろと機器等を調べてみたのですが、やは

りエアコンですと、１回目で御答弁したと

おり、拡散されることがあるというような

ことがありましたので、今回その中でも、

冷える部屋がないということもありました

ので、まず低年齢児、体温調整だとか、自

分で意思を伝えることができない低年齢児

の部屋に１か所ずつエアコンを設置させて

いただきたいと考えております。 

また、そういった部屋ができることによ

りまして、万が一、年の上の子たちが熱中

症等の症状が出たときには、そういった部

屋を活用できると考えておりますので、そ

ういった部分で低年齢児の部屋１か所ずつ

と考えてございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 低年齢児の保育室

にはエアコンを設置したいということです

けれども、その部屋の換気は対処できるの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） そこはエアコ

ンを使いながら、換気もしながら使いたい

と思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ
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ん。 

○６番（伊藤伸司君） 納得したような、

できないような感じですけれども、その辺

は十分気をつけて、もし設置できるのであ

れば、多分まだまだコロナの感染の拡散だ

とか、換気とか、そういうものに対して情

報が錯綜している部分がありますので、業

者ともどもその辺を精査しながら、十分に

気をつけて設置をしていただいて、また、

園児の健康面も気遣っていただきたいと思

います。 

よろしくお願いいたします。 

続きまして、上美幌保育所について質問

をさせていただきます。 

美幌町公共施設等総合管理計画に沿って

今現在も過去も進んでいるということは理

解しているところであります。 

へき地保育所は３か所あったうち、現在

１か所になってしまいましたけれども、開

所に至る経緯をわかる範囲で教えてくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、上美幌保育所、それ

から、田中保育所につきましては昭和５３

年、また、福住保育所につきましては昭和

５４年に開設されたということでございま

す。 

経緯等につきましては、農繁期等の季節

的な繁忙期に児童の保育をする施設が必要

ということで開設されたということでござ

います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） へき地保育所がで

きた経緯は、農繁期の作業者、父兄の作業

の時間等を考えながら、考慮しながらスム

ーズな農作業を進めていくために、保育所

に預けて安心して作業をさせていただくと

いうことだったということでわかりまし

た。 

昨年９月にも私は一般質問で、田中保育

所、福住保育所の質問をさせていただい

て、そのときは寒いのでストーブをつけて

もらった経緯があります。 

今現在、上美幌保育所しかありませんけ

れども、やっと初めてタイマーつきのスト

ーブがついて、大変保護者も喜んでいると

ころであります。 

それまで、９時頃までジャンパーを着な

がら、先生も含めて我慢していたというこ

ともありまして、以前に懇談をしたとき

に、早くストーブをつけられないかと伺っ

たときに、保育所の先生の時間の延長にな

るので、保護者がストーブをつけに来てく

れないかといった話もありまして、それで

タイマーつきを導入してもらった経緯もあ

ります。 

それで一応朝の寒さというのはしのげる

のですけれども、今度は日中の熱中症対策

です。そういうのはどういう範囲で行って

いるのか。 

また、これから上美幌保育所について

は、夏の熱中症対策として何をやるのかお

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、上美幌保育所につき

ましても、低年齢児がおりますので、今回

一室エアコンを設置したいと考えておりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） ありがとうござい

ます。 

エアコンをつけていただけるとの回答で

したので、よろしくお願いいたします。 

それと、冬季の寒さ対策、ストーブがつ

いていますけれども、昭和５３年に開所し

たということで、もう４０年以上になりま

す。当時の断熱効果等も含めて、不備があ

ると思うのです。 



 

－ 72 － 

私は数年に１回、選挙等に行きますけれ

ども、朝１番で行くと、ぶるぶる震えてい

る管理人の方もいますし、そういうことも

含めてストーブは対処していただきました

けれども、窓サッシ等を複層ガラスにする

とか、そういう考えはございませんか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 大変申し訳な

いですけれども、答弁にもありましたとお

り、今後のことを考えますと、大規模な改

修をするのはなかなか厳しい状況でござい

ますので御理解いただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 上美幌保育所の関

係で、冬が寒いという質問をいただきまし

た。 

そして夏は暑いということも含めて、今

回、コロナウイルスの対応の中で、長期的

にものを考える中で、現場の人たち、それ

から、民生部長の答弁もありましたとお

り、いろいろな設備のことを考えなければ

いけないと思っています。 

ただ、いかんせん構造的なものを直して

ほしいというのは難しいところがあるので

すけれども、例えば、冬場であれば、当然

換気をしたり、窓を開けたりすることによ

って、今の暖房能力が落ちるということで

あれば、考え方は学校と同じですけれど

も、クールダウンというか、保健室のエア

コンは学校全部につけております。 

そういったように、先ほど答弁のとお

り、どちらかというと自分でコントロール

できない、それから意思を表示できないと

ころについてはエアコンをつけて、冬場は

それの逆バージョンというか、暖房も出る

ような形にして、熱量補給をしていきたい

と思っています。 

それ以外にも今３か所あるわけですか

ら、必要なものは原課からいろいろまとめ

あげてきておりますので、そのことも含め

て、しっかり子供たちが、預けた親にとっ

て困らないような形で対応したいと思って

いますので、御理解よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 先ほどの答弁の中

で、少しずつ数が減ってきて、上美幌保育

所も二、三年後には休所の可能性が出てく

るというのは、私も目に見えてわかってい

るところでございますけれども、話がずれ

るかもしれませんけれども、美幌町におい

ては新規就農を含めいろいろ対策を講じて

いるところでございます。 

ただ単に、後継者がいなくなるのを指を

くわえて見ているわけではなくて、それな

りに町としても、民間も頑張って対処して

いるところでございますけれども、もし、

上美幌保育所が、上美幌保育所という話は

変ですけれども、人数が１０人程度でずっ

と維持した場合、この小補修でずっと続け

るのか。 

親子ともども、地域住民が音を上げるの

を待っているのか、その辺はどうなのでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 上美幌保育所の今

後の保育所のあり方、将来に向けてという

話をさせていただきました。 

私が就任する前も含めて、基本的には保

育園が二つありますけれども、やはり老朽

化が進んでいると考えた場合に、今後につ

いては、三つの園なり所を継続するという

よりも、私はしっかり２か所を一つにする

なり、保育所としての方向性は今後立てた

いと思うのです。 

ですから、保育を希望される方で、近く

の農家の方々にとってみれば、近くへ連れ

て行けることが１番いいですけれども、今

後、そういう保育の仕方も含めて皆さんの

お話を聞きながら、きちんと計画をつく

る、早急につくっていく必要があると思っ

ています。 
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そのイメージとしては、一つの保育園を

町がつくるかどうかというのは、補助を受

けられる体制によるので、今こうだとは言

えないですけれども、そういう形で、一つ

にまとめていくことが望ましい。 

それによって、今まで保護者の方々に不

便を来すものを代わりにどうするか、例え

ば、民間がやっている幼稚園のように送迎

をするとか、そういうことはこれから皆様

方とお話しすることかと思っています。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 先ほど町長の答弁

にあった、集約するというのは頭の中にな

いわけでもないですけれども、結局、前年

度の福住、田中保育所が休所する段階で、

送迎をどうするのかというときに、やはり

自分の家で何とかしてほしいという話にな

りました。 

送迎の時間、それからバスで通うには負

担が多過ぎるということで話を聞いて、

今、福住、田中地域にいる園児は多分親が

町の保育園に送迎していると思われます。 

農閑期であればいいですけれども、忙し

い時期に１時間前後、多ければ片道１５分

から２０分以上かかりますから、その辺の

配慮をしながら総合整備計画の中で考えて

いただけるのであれば、それでよしとしな

ければいけない部分はあると思います。 

先ほど言ったように、新規就農含めて、

田舎に来て光回線もない、水道もない、そ

んなところに若い人が帰ってくるでしょう

か。 

確かに、設備にお金はかかります。地下

水を今でも使っている人がいっぱいいま

す。その辺のことを考えて、これからの保

育所も含めて農村政策をお願いしたいと思

います。 

終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、６番伊藤

伸司さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時１５分といたします。 

午前１１時４３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私

は、教育行政について３項目、質問をさせ

ていただきます。 

まず、１項目めの手厚い学力保障の仕組

みについてですが、新型コロナウイルスの

感染拡大による緊急事態宣言が全ての都道

府県で解除されました。遅れていた自治体

でもようやく段階的な学校再開が始まりま

した。 

憲法で保障している教育を受ける権利が

突然失われてから３カ月、子供、教員、保

護者はどんな思いで過ごしていたでしょう

か。 

本町の小中学校も６月１日から再開され

ましたが、再開後の学校と教職を支えるた

め、安全で豊かな学びを維持するための手

厚い学力保障の仕組みづくりが必要です

が、考え方をお示しください。 

二つ目、心のケア、居場所づくりについ

てですが、コロナ禍で起きている危機的な

出来事を、夢と希望をつくり出す学校づく

りへのチャンスに変えていく発想が必要で

す。 

日本は欧米に比べ、教育環境に困難を抱

えた家庭の子供たちへの支援が不十分で

す。 

そうした子供たちが学校の中で、安心し

て生活できるよう、心のケアと居場所づく

りが大切と考えますが、考え方をお示しく

ださい。 

三つ目、オンライン学習の環境整備につ

いてです。 

新型コロナウイルス感染症により、学校

の休校が長期化し、友達との交流や学力の
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低下に対する不安、家庭学習の難しさな

ど、大きなストレスを感じた子供たちや保

護者が少なからずいたと感じており、特

に、来春に受験を控えている生徒や保護者

の不安は大きいものがあります。 

このような状況下で、子供たちが自宅に

いても学べるオンライン学習が注目され、

子供たちの心身の状況把握や教師が課題の

送信や質疑応答など、同時双方向型のオン

ライン指導を通じた家庭学習への対応を検

討している自治体も増えてきています。 

本町を含む北見保健所管内では新たな感

染者が出ていませんが、多くの専門家が警

鐘を鳴らすように、第２波に備えた対策が

必要であり、オンライン学習の環境整備も

その一つと考えますが、今後の対応策につ

いてお示しください。 

以上、３項目よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 坂田議

員の御質問にお答えいたします。 

御質問の１点目、学校再開後の手厚い学

力保障の仕組みづくりの考え方であります

が、今、学校が最優先に取り組まなければ

ならない課題は、児童生徒の心身の健康バ

ランスと生活リズムを整えながら、学習の

遅れを取り戻すことであります。 

このため、美幌町として校長会議等にお

いて、全小中学校が今年度中に全ての授業

を終わらせるために、組織的な教育課程の

見直し、授業時数の確保、指導内容の重点

化、時間割や授業の進め方に創意工夫を凝

らすなど、効果的・効率的な指導に取り組

むことを確認しております。 

このほか、夏季休業日を短縮して１０日

間の授業日を設けることや、児童生徒一人

一人の生活や心のケアは、日々の健康観察

や教育相談等を通して、担任を中心に学校

全体で目を配るとともに、今まで以上に職

員間の情報共有による組織的な体制づくり

が、学力保障の大きな仕組みづくりである

と考えております。 

また、国は今般の第２次補正予算におい

て、臨時休校中の学習の遅れを補うため

に、学校が手厚い指導を行える教員の加

配、学習指導員の追加配置、スクールサポ

ートスタッフの追加配置などの支援策に乗

り出しており、こうした事業の活用を検討

するほか、現在、本町で実施している放課

後学習サポート事業の充実を図りながら、

子供たちを誰一人取り残すことなく、最大

限に学びを保障する手厚い取組を行ってま

いります。 

次に、２点目の心のケアと居場所づくり

の考え方でありますが、学校再開後の児童

生徒は、長期にわたり学校生活から離れて

いることや、進級・進学に伴う教育環境、

友人関係の変化はもとより、感染症拡大に

伴う家庭環境の変化等を背景とした様々な

不安やストレスを抱えております。 

また、児童生徒の中には、感染症への不

安や恐れを抱いている場合もあるものと考

え、個々に応じた心のケアに努めることが

重要であります。 

このため、学校医や関係機関との連携し

た適切な支援、学校との連携を密にしたス

クールカウンセラーや教育相談室による教

育相談の充実、小さなサインを見逃すこと

なく、いじめの未然防止、早期発見・早期

対応、不登校については、全ての児童生徒

に対し、初期対応からの適切な支援、感染

症に係る適切な知識を早い時期に指導し、

偏見や差別につながる行為の防止など、

時々刻々と変化する児童生徒の心のシグナ

ルに的確に対応してまいります。 

今後とも、誰一人として居場所を見失う

ことのないよう、全教職員による目配り・

気配りを徹底して行うほか、心の居場所と

もなり得る保健室登校の対応といった、心

に寄り添う体制づくりにも尽力してまいり

ます。 

次に、３点目のオンライン学習の今後の

対策についてでありますが、国では、コロ

ナ禍の中での学びの保障としてＩＣＴの積
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極的な活用を推奨しており、家庭での学習

を支援するための教材を作成し、子供の学

び応援サイトなどに公開しながら学習補完

に取り組んでおります。 

本町においても、道内での第３波に備

え、学びを止めない、心をつなぐ取組を基

盤とするとともに、児童生徒や保護者に対

しては、何よりも学習に対する安心感を与

えることが必要であると考えております。 

このような背景から、学校と家庭が双方

向で授業に取り組めるオンライン学習は、

今や時代の潮流となりつつあることを実感

しているところであります。 

以上のことから、今後、本町の全小中学

校で早い時期にＩＣＴを活用した学習に取

り組めるよう、ＧＩＧＡスクール構想実現

のための校内インフラや一人１台端末の整

備に向けて準備を進めてまいりますので、

御理解賜りますようお願いいたします。 

以上、お答え申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） それでは、再

度質問させていただきますが、２項目めに

出しました心のケアと居場所づくりについ

てから質問させていただきます。 

１日から全道の市町村の小中高校が再開

されました。 

休校中は、学校に行きたい、友達と話を

したい、友達と遊びに行きたいというスト

レスが充満していたと思いますが、登校で

きるようになって、ある程度のストレスは

解消されたことと思います。 

各学校は、新型コロナウイルスの感染予

防と同時に、３カ月間の臨時休校に伴う学

習の遅れを取り戻すため、児童生徒の中に

は新たな学校生活のストレスを感じる声が

聞こえてくるのも確かではないかと思いま

す。 

休校で子供の生活リズムが乱れ、体と心

の調子は乱れています。学校が始まって

も、体と心はすぐに元に戻れないのです。 

そのため、授業が始まったとしても集中

できない、やる気が出ない。それから、い

らいらするという感情を持っている子供た

ちが数多くいると思われます。 

子供一人一人の置かれている家庭環境の

違いもありますが、答弁では、個々に応じ

た心のケアに的確に対応するとのことであ

りますので、それには大きな期待を寄せた

いと思いますが、教員は感染予防などの新

たな業務に追われ、子供たちの心の変化に

も目が届きづらくなっているのではないか

と感じているところであります。 

教員も今までに経験したことのない取組

に試行錯誤しながら努力されていると実感

いたしますが、心身の緊張、それから疲労

も察するに余りあるものではないかと思い

ます。 

そういうことを考えますと、教員の新た

な業務をサポートする仕組みも必要ではな

いか。それができなければ、なかなか子供

たちの個々に応じた心のケアにも向かって

いけないのではないかと思いますので、そ

の点について考え方があればお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの御質

問でございますが、議員おっしゃるよう

に、６月１日から学校が通常の授業を再開

しております。 

そのような中で、子供たちにとってみれ

ば、マスクを外せない、給食の時間も今ま

で同様に向き合ってお話ししながらという

ことがままならない。さらには、運動会等

の行事もなくなっております。 

また、授業時数が足りなくなってきてい

るだとか、議員おっしゃるように、中学校

３年生の生徒は、特に来年の受験等も視野

に入れて、非常に気持ちも不安定になって

いると思います。 

そういった中で、教職員へ求められる部

分もかなり大きいという状況も把握してお
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ります。 

そのような中で、教職員の本来の業務で

あります子供と向き合う時間、こういった

ことをいかに確保するかということが課題

であると認識しております。 

昨日の一般質問でもお話しさせていただ

きましたけれども、学校全体で教職員をサ

ポートする仕組み、こういったことで学校

運営協議会を昨年１１月に各学校に設置し

ておりますが、学校運営協議会だとか、地

域の方々、こういった方々のサポートをど

のようにいただくかということも研究しな

がら進めてまいりたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 昨日、そのよ

うな答弁をいただいておりますので、理解

はしているところです。 

子供たちにとって学校というのは、とて

も居心地のいい場所だと思うのです。そう

でなければならないと思っています。 

答弁の中で、気になるところがありまし

た。 

それは心の居場所となり得る保健室登校

という対応があったと思うのですが、この

考え方は少し違うような気がします。 

誰一人として居場所を見失うことのない

ようにするためには、子供たちが安心して

学校に行けることが大事なので、やはり子

供たちの気持ちに寄り添う、子供たちの話

を聴く、それから、個々に応じた心のケア

が大事になってくるのではないかと思いま

す。 

何と言っても、教師との関わりが子供た

ちにとっては１番の心のケアではないかと

思いますので、教員たちが子供たちと時間

を多く過ごせる、そういうことを配慮する

べきではないか。 

子供たちの気持ちをしっかり受けとめる

ことによって、次の活動へつながっていく

という期待ができるものだと思います。 

また、長期間の休み明けは学校生活に悩

む子供たち、それから、そういう不安が広

まって、不登校や自殺が増える傾向にある

とも言われております。 

美幌町の状況はそこまでには至っていな

いと思いますが、心に秘めているものはあ

るような気がいたしますので、そういう子

供たちの心の不安は教員との向き合いによ

って少しずつ心のケアがきちんと取り組ま

れていくと思っています。 

心のケアは、小学校だけに限らず、例え

ば、部活の大会や修学旅行など、ほとんど

の学校行事が中止となっていることから、

ストレスがたまっているということも十分

考えられます。 

その中で、いじめだとか、不登校につな

がる可能性が十分秘められていると思いま

すので、その辺も十分考慮した上で、取り

組んでいかなければならない問題ではない

かと思います。 

また、受験生にとっては、学習の遅れ、

それから、感染症に対する恐怖、今後の友

達との関係づくりで心を痛めているのでは

ないかと思いますので、やはり、中学生と

いえども、小学生と同じように目配り・気

配り、そういうところを心のケアとして大

事にしていただければと思います。 

そのためには学校全体、一丸となって取

り組んでいく姿勢が１番問われているので

はないかと思いますので、今後の取組とし

て、そういうところをしっかりと受け止め

て、美幌町の小学校・中学校での活動を今

後は具体的にどういうことができるのか、

もし考え方があればお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 議員がおっしゃ

る心のケアの問題でございますが、学校の

臨時休校の期間中、学校再開に向けて学

校、教育委員会ともに連携しながらどうい

ったことができるか話し合ってきた中で、

まずは衛生環境を整えること、そして、学
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習の遅れを取り戻すこと、それらと同じよ

うに心のケアが大事ではないかということ

で話はさせていただきました。 

美幌町は、部活だとか少年団が非常に盛

んなところですので、子供たちが運動する

機会がなくなったことによって、基本的に

家で過ごすということで非常に親も子もス

トレスがたまっているという状況がありま

した。 

そのようなストレスから、議員おっしゃ

るようにいじめだとか不登校につながるこ

とを非常に懸念しており、学校全体でこう

いったことに対して取り組んでいこうとい

うことで進めている状況であります。 

また、学校に来られない子供たち、確か

に新年度に入ってから来られない子はいら

っしゃいます。そういった子に対しまして

は、学校と教育相談室の相談員が連携しな

がら、家庭訪問をしたりだとか、声かけを

しながら、何とか学校に行けるように努め

ているところであります。 

また、冒頭お話がありました保健室登校

の関係でありますが、基本は学校に来られ

るようにということでありますけれども、

どうしても教室に入れない、なじめないと

いうことであれば保健室登校も用意してお

ります。 

そういった方法もありますので、まず学

校に足を運べるように進めていくという基

本的な考え方で行っておりますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 今答弁いただ

きましたように、今まで学校に行くことが

できても、コロナの関係から急に友達関係

などを心配するようになったり、病気のこ

とを心配するにようになったりということ

で不登校が目立つというのは、全国的にデ

ータとして出ているようです。 

だから、そういう子供に対しては、個々

に対応できるように、心のケアを十分に酌

み取って、取組につなげていただきたいと

いう思いを込めて、それは努力していただ

きたいと思います。 

それでは次に、手厚い学力保障の仕組み

づくりについてです。 

先ほども何回も申し上げましたが、学校

が再開してから約３週間が過ぎました。 

学校に向かう子供たちの姿を見て、日常

が徐々に戻りつつあると実感をしながら、

ほっとしている一人でもあります。 

分散登校を経て、通常授業が行われるよ

うになりましたけれども、リハビリ期間の

分散登校が短かったために、子供たちの負

担が大きくなっているのではないか、その

ことによって頭痛だとか、めまい、食欲不

振など、そういう症状が出る可能性がある

と指摘されておりますが、美幌町の現状は

どうだったのか。 

もし、状況について把握されているもの

がありましたら、お知らせいただきたいと

思いますがいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 特段、体の目立

った変化があるという話は聞いておりませ

んが、そういったことがあっても万全な対

応ができるようにということは、今後も学

校を通じて共通理解を深めていきたいと思

っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 各学校では、

新型コロナウイルスの感染予防と同時に、

３カ月間の臨時休校に伴う学習をどのよう

にして取り戻すかということで、児童生徒

の中からは新たな学校生活には制約がかな

り多く、それにより心身ともに疲れを感じ

るという子供たちの声も聞かれています。 

楽しみにしていた学校生活が始まった途

端に、勉強、勉強と授業ばかりを詰め込ん

で集中するのはとても難しいことではない

かと思います。 
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学習の遅れは、体と心が安定してから少

しずつ取り戻せますが、順番を無視して学

習を詰め込むことによって、不安定となる

子供たちをさらに追い込むことになりかね

ません。 

子供たちを誰一人取り残すことなく、最

大限に学びを保障するためにも、国の第２

次補正予算を活用した事業計画を早期に取

り組むことが必要かと思います。 

この計画について、考え方があればお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） まず、学校再開

後の児童生徒の関係でございますけれど

も、学校を約３カ月休んでおり、分散登校

を経てから、今まで３カ月空いたものが、

学校に通って対面式の授業を多くの児童生

徒、クラスの中で学習するとなると気持ち

も体もなかなかついていかない部分がござ

います。 

そういったことから、まずは心身の健康

バランスと生活リズムを取り戻すというこ

とを最重点に考えており、そうしながら学

習の遅れも取り戻す。この３本立てで進め

ているところでございます。 

そのような中で、今議員からお話があり

ました国の２次補正の関係でございます

が、今のメニューといたしまして、教員の

加配、学習指導員の追加配置、スクールサ

ポートの追加配置等ございますけれども、

現場にとっても１番うれしいのは、教員の

加配であります。 

しかしながら現実としましては、加配に

応じられる教員、空いている先生方の数は

非常に少ない状況であります。 

そのような中で、これまでも美幌町でや

っております放課後学習サポートを退職教

員活用事業、退職された学校の先生にお願

いして、一例としましては旭小学校で放課

後の自習をやっておりますけれども、そう

いったときに退職された先生方がサポート

について問題を出していただいたりだと

か、丸つけをしたりとか、そういったこと

に取り組んでいます。 

そういった方法で、今回も町内の小中５

校に対して希望の取りまとめをしている状

況であります。 

こちらにつきましても、人の確保がセッ

トになってきますけれども、最大限努力し

ながら、人を確保して、さらに、補正予算

の採択等を目指しながらやっていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 今答弁いただ

きましたように、放課後学習サポート事業

というところで努力されているのは理解を

いたします。 

ただ、各学校で放課後の事業に対してど

の程度の人が指導に当たっているのか。そ

れによっては、子供たちにきちんとした対

応をすることが難しいのではないかと思い

ますので、その辺を考えると、国の事業

で、そういうものをしっかり計画して取り

入れていくことは大事だし、問題は人の確

保ということですけれど、美幌町にも退職

した先生だとか、それから、それぞれの分

野においていろんな形で指導できる方もい

らっしゃるのではないか。 

そういう人たちの活用を、いち早く人材

を見つけて取り組んでいく必要があるので

はないかと思います。 

時期を逸するとなかなか元に戻れないと

いう状況も出てきますので、今が１番きち

んとした人材を確保して、取り組む姿勢が

大事ではないかと思います。 

家族についても、学習の遅れ、小学生だ

ろうと中学生だろうと、学習の遅れに対し

てはかなり気にしている部分で、心配して

いると思うのです。 

だから、そういうところを親たちにもし

っかり理解をしてもらうためにも早い取

組、そういうものが必要ではないかと思い

ます。 
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特に、受験を迎えた子供たちにとって

は、親も子も神経質にならざるを得ない状

況ではないかと思います。 

それに合わせてコロナもまだ終息してい

ないということもあって、かなり神経質に

なったり、それをストレスに感じたり、子

供にとってはやる気がなくなってきている

という部分もないとは言えないと思うので

す。 

だから、親も子も安心できる、そういう

体制をしっかり取り組んでいかないといけ

ないと思います。 

例えば、今できることとなると、どんな

ことを考えているのか。具体的にこれから

の取組で、新たなものがありました ら、

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 新たな取組の関

係でございますけれども、まずは先ほどの

国の２次補正、こちらは人の確保とセット

になりますけれども、こちらに全力で取り

組んでいきたいと思っております。 

また、例年は夏休み期間、北見工大の学

生が町の教育指導班と一緒に小中学生に対

して学習サポート事業をやっておりまし

た。 

こちらにつきましては、今年はコロナの

影響がありまして、大学側から対応できな

いというお話がありました。 

これに関しては、今回は夏休みを短くし

て、その分を登校日に充てる形になりまし

たので、そこは通常の授業で対応できると

思っております。 

また、先ほどの答弁で学校運営協議会の

お話をさせていただきましたけれども、今

年の学校運営協議会のメニューで学習サポ

ートもやっております。 

その中で、議員が先ほどおっしゃいまし

たが、教員の退職者の方々、そういった

方々だとか、地域の方で今まで教えた経験

がある方々も募って、地域で学習サポート

についてお手伝いいただければと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 早急に対応し

ていただけるということですけれども、美

幌町にも先生を退職された方々がたくさん

いらっしゃると思うのです。 

その先生方の掘り起こしは非常に大変な

ことかもしれないですけれど、やはり、そ

ういう人たちの協力、協力してもらう体

制、特に今回のコロナに関しては、学習の

遅れもあって、人選どころか、そういう人

を掘り起こして、協力を求めるということ

をやらざるを得ないと思いますので、そう

いうところではある程度退職者のリストと

かありますよね。そういうものを活用し

て、しっかり人材を確保して取り組んでい

ただきたいと思います。 

次に移ります。 

次は、オンライン学習の今後の対応につ

いてです。 

新型コロナウイルスの感染防止のため

に、全国の学校が休業となる中、いち早く

ＩＣＴ環境の整備などをしている自治体、

数は多くありませんが、夏休み中にオンラ

イン授業で補習に取り組もうとしていると

ころも出ています。 

美幌町では、一人１台のＰＣ環境にする

ために、かつてない国の予算がついたこと

から、早急に対応できるものと確信してお

りますが、美幌町もＧＩＧＡスクール構想

実現のために、校内インフラですとか、そ

れから一人１台の端末の整備に向けて準備

を進めているという答弁でありますので、

これからの具体的な計画について、もしお

聞かせいただけるものがありましたらお願

いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

具体的な計画でございますけれども、

今、最終段階に取り組んでおりまして、校
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内インフラ、現在も配備しておりますけれ

ども一斉に動画を見るとフリーズしてしま

いますので、それを大容量にして、全員が

見ても固まることのない校内インフラ、そ

れともう一つは一人１台端末ということ

で、これも将来的にはデジタル教科書も入

ってまいりますので、そういうことも見越

した中で、文科省が取り組んでいるもので

ございます。 

今それを最終段階で積算しておりますの

で、近々の議会におきまして補正予算で計

上させていただきたいというところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 早急に機器に

ついては対応できるということですが、た

だ、多くの教員の方々はオンライン授業自

体初めての経験ではないかと思います。 

全ての家庭でオンライン授業を受けられ

る環境を整えるためにも、子供たち自身が

機器に接続できるように指導したり、それ

から通信環境が整っていない家庭へ端末や

いろんな機器を貸出しすることも必要とな

ってくるのではないかと思います。 

また、動画についても、教育委員会だと

か、教員が動画を作成することは非常に難

しいことと理解はしているところですの

で、そのようなものをどういうふうに活用

するかによって環境が変わってくると理解

をしているところです。 

オンライン学習を進めるための準備とし

て完備されるまでの間に、例えば、保護者

が持っているスマートフォンだとか、タブ

レットなど、使えるものを何でも使って、

家庭でのネット環境調査、オンライン授業

などできるところから、できる人から試験

的に取り組むことも大事ではないかと思い

ますので、そういうことも考えながら、今

後取り組んでいかれるのだろうと思うので

すが、そのことについてはどのような考え

方をお持ちなのか、お聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） ただいまのＧ

ＩＧＡスクール構想の関係について御答弁

させていただきます。 

各家庭でのネットワーク環境の状況でご

ざいますが、昨日の戸澤議員の御質問でも

答弁させていただきましたが、現在調査し

た結果、約６％の家庭で整備をされていな

い環境にあるということですので、そうい

う家庭につきましては、モバイルルーター

の貸出しですとか、そういう対応をしてい

きたいと考えております。 

実際にＧＩＧＡスクールの関係で、環境

が整備されたら、それで終わりということ

ではなくて、どうやってその環境の中で学

習を進めていくかということが大事になっ

てくると考えております。 

その中で、できるところから進めてとい

うお話でありますが、北中学校では、まだ

オンラインの整備が進んでおりませんが、

家庭でＷｉ－Ｆｉ環境がある生徒につきま

しては、臨時休校の間に学校とオンライン

で家庭学習でわからない問題ですとか、そ

ういうものがあったときに学校とのやり取

りの中で、先生に質問したりですとか、そ

ういう取組をしている実態がございますの

で、そういう参考事例も含めまして取り組

んでいきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） できるところ

から取り組んでいくということは理解いた

しました。 

新聞記事で読んだのですが、熊本市の取

組事例の紹介をさせてもらいます。 

熊本市では、全小中学校へ一人１台端末

の配置を進めて、通信量の制限や端末機能

の制限などは極力行わずに、子供たちが自

由に使用できるようにしているということ

です。 
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休業中のオンラインを５段階のステージ

に分けて実施して、オンライン会議アプリ

のズームを中心に、ＩＣＴ機器の活用を進

めてきたということです。 

ステップ１では、子供たちと教職員が利

用方法になれる期間として、ｉＰａｄを通

じて健康状態の報告や簡単な連絡事項の伝

達などを行っている。 

続くステップ２では、写真や文字のやり

取りができることを目的として、オンライ

ン授業の本格的な活動を展開、始めたとい

うことです。 

その後は、進度によって子供たちの状況

に合わせて、課題の内容を調整したり、英

語の授業では、自己紹介動画を提出させた

りするなど、順次扱う内容を発展させてき

ているということです。 

子供同士がまとめた意見をオンラインで

プレゼンテーションを行うステップ５まで

進んだのは、小学校の高学年が多かったと

言われています。 

オンライン学習には様々な問題点はあり

ますけれど、子供たちが自己管理できるよ

うにさせるのも教育。それから、教職員へ

のサポート体制の備え、使用に関する悩み

事を相談できる環境を整えることも必要な

ことだと言われております。 

ＩＣＴ機器の導入については、あくまで

も授業の改善のための道具、授業の主役は

子供たちであり、オンライン授業のあり方

について、子供の主体制を意識した取組が

必要であるということであります。 

このオンライン学習には、もう一つ利点

がありまして、不登校の子供たちが利用す

ることによって、学校に行ける。不登校の

子は周りの友達環境とかにかなり左右され

ているところがあって、オンライン学習で

あれば自由に学習に取り組めること、それ

をきっかけに学校に登校できるようになっ

ていることも、現実にデータとして出され

ているようなので、そういうところも考え

て取り組んでいただければと思います。 

障がいを持った子供たち、学校に通えな

い子供たちについても、オンライン学習が

有効だということが出ておりましたので、

そういうことも参考にしていただければと

思います。 

もう一つ最後に、オンライン学習をする

ためには、先生方の研修が必要だというこ

とも言われておりますので、先生もオンラ

イン学習できちんとした対応ができるため

の研修にぜひ取り組んでいただきたいと思

いますが、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまのお尋

ねでございますが、まず、不登校の関係か

らお話しさせていただきたいと思いますけ

れども、現在、美幌町は教育相談室をトレ

ーニングセンター２階に設置しております

が、こちらでも休校期間を境にズームとい

うソフトがありますので、それを使って相

談体制をとっております。 

議員おっしゃるように、そういったこと

から慣れていって、心の不安を取り除い

て、再登校につながるような取組をやって

いる状況であります。 

あとは、部長、主幹からＧＩＧＡスクー

ル構想の関係で、一人１台の端末というこ

とでお話しさせていただきましたが、本町

でいきますと約１,５００台になります。管

内では合わせると１万５,０００から２万台

近い状況になります。 

それが全道、全国となって、令和２年度

の事業になりますと、現実的に令和３年３

月までに事業が完了するのは非常に難しい

状況だと思っております。 

そのような中で、第２波、第３波が起こ

りかねないということも懸念しております

けれども、そのような状況においてもいか

に学びを止めないかということで部長から

もお話がありました。 

今年４月の休校中に試行でありますが、

北中学校でオンラインを使った学習相談だ
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とか、自習に対するサポートを行っていま

す。 

こういうことも併せながら、一人１台端

末が入るまでの間、例えば各自で持ってい

るスマートフォンだとか、パソコンだとか

を活用しながら、さらにはインターネット

環境がない方については、安全な方法で分

散登校をしながら、そういった活用をし

て、学びを止めないという取組を進めてま

いりたいと思います。 

また、実際に物が入るまで時間がかかる

ということもありますけれども、その間、

教職員に対する研修、これも予定しており

ますので、どんなやり方がいいのかという

ことも、校長会、さらには学校内部で検討

してもらいながら進めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 今答弁いただ

きました。 

やはり一人１台の端末となると相当大変

という思いはあります。 

なので、家庭のパソコンだとか、タブレ

ット、それからｉＰａｄいろいろ持ってい

る方がいらっしゃると思うので、そういう

ものを十分活用して、早い段階で取り組む

ことによって、先ほど北中も試験的にやっ

ているということでありましたので、そう

いうことも試験的にやりながら、本格的に

やっていくしか方法はないと思うのです。 

その辺のことを段階的に、やれるところ

からやっていくしかないと思っています。

一斉にやれるとは思っておりませんので、

その辺は学年によってどこを優先するかと

いうことも、それは各学校の内部で相談し

て進めてもらえればいいことなので、その

辺も十分に考えた上で、今後の取組、第３

波のコロナによる休校も想定しながら、そ

ういう取組も必要かと思います。 

それと、休みになったから急にできると

いうものではありませんので、学校再開し

ている間に使えるように準備することもい

いことではないかと思いますので、そこも

考えた上で、今後の取組として十分考えて

いただきたいと思っております。 

私からは子供たちのこと、それから、親

の心配を少しでも学習の関係から、安心し

て学校に通える状況、そういうものをつく

っていただけるように努力していただきた

いと思います。 

以上で質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、１０番坂

田美栄子さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時２０分といたします。 

午後 ２時０２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君）〔登壇〕 私は通告

しております２項目について御質問をいた

します。 

その一つは、新型コロナウイルスへの対

応についてであります。 

１項目めは、国・道・町の支援状況につ

いてお聞きします。 

持続化給付金、雇用調整給付金の遅れな

ど、国の対応の遅れに厳しい批判が噴出し

ております。 

美幌町でも、６月になっても国や道の支

援がない、毎月の固定費の調達で必死だと

悲鳴が上がっております。営業継続に重大

な事態となっています。 

現時点での国・道・町に対する主な支援

事業の申請、支給状況をお聞きいたしま

す。 

２項目めは、家賃などの固定費の支援に

ついてであります。 

収入が激減する中、家賃やリース料など

の固定費負担の軽減が求められています。 
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国の支援策に加えて、町も上乗せして、

緊急の家賃等満額補助制度を実施してはい

かがでしょうか。 

３点目は、国民健康保険の傷病手当金対

象の拡大についてであります。 

新型コロナ対応で国民健康保険加入者の

平等を図るため、被用者に加えて、農業者

などを加えた個人事業主にも傷病手当金の

対象を拡大してはいかがでしょうか。 

４項目め、国保病院にＰＣＲ検査体制を

構築してはどうかということでございま

す。 

新型コロナの感染の有無を地元で検査し

てほしい、この声が広がっております。 

元保健所所在地である美幌町の町立国保

病院にＰＣＲ検査体制を構築すべきと考え

ますが、いかがでしょうか。 

この項の最後は、２０人学級への展望に

ついてであります。 

新型コロナに関わって、日本教育学会提

言などで、教員を増やし、２０人学級を緊

急につくる必要性が叫ばれております。 

美幌町も少人数学級の緊急な実現を目指

して必要な行動をとるべきと思いますが、

町長、教育長の見解を伺います。 

二つ目であります。 

美幌町の障がい者雇用についてお聞きい

たします。 

北海道労働局からの適正実施勧告につい

てであります。 

美幌町の障がい者雇用状況は、平成３０

年度、令和元年度と２年連続法定雇用率を

達成できておりません。本年３月に北海道

労働局から適正実施勧告を受ける状況とな

っています。 

障がい者雇用に向けて、この２年間の取

組状況及び適正実施勧告を受ける状況につ

いて、どのように受けとめておられます

か。 

また、本年６月１日現在の障がい者雇用

確保状況をお示しいただきたいと思いま

す。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 大江議員

の御質問に答弁いたします。 

なお、２０人学級への展望については、

後ほど教育長より答弁いたします。 

新型コロナウイルスへの対応について。 

１点目の国・道・町の主な支援事業の申

請、支給状況についてでありますが、新型

コロナウイルス感染症の経済対策としまし

て、町では、これまで様々な支援事業を実

施してまいりました。 

国や道においても事業者支援として持続

化給付金を初め、諸対策が講じられており

ますので、それぞれの状況につきまして、

次のとおり確認してきたところでありま

す。 

初めに、国の支援事業であります持続化

給付金につきましては、町内事業者の申請

状況等は、現時点で公表されておらず不明

でありますが、美幌町におきましては、国

による申請サポート会場が６月２日から商

工会議所３階に設けられ、申請支援が行わ

れております。 

なお、この会場が設けられるまでの間、

商工会議所により２０事業者ほどのサポー

トを行い、給付金が支給されているとお聞

きしております。 

次に、雇用調整助成金につきましては、

ハローワーク北見管内の合計で、５月末現

在７９件の申請に対して、５０件の支給が

決定されておりますが、市町村ごとの事業

者の状況につきましては公表されていない

ため不明となっております。 

次に、道の支援事業であります休業協

力・感染リスク低減支援金、４月２５日か

ら５月１５日までの休業協力等支援金につ

きましては、６月１２日現在、町内事業者

の申請８０件のうち、支給は１２件となっ

ておりますが、経営持続化臨時特別支援

金、５月１９日から５月３１日までの休業

協力期間延長に伴う支援金につきまして
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は、現時点では不明となっております。 

次に、町の経済対策の申請、支給状況で

ありますが、緊急対策利子等補給事業補助

金につきましては、６月８日現在、１４件

の申込みがあり、１億４,１３０万円の融資

が実行されております。 

プレミアム商品券発行事業につきまして

は、３,０００円分の商品券を１セットとし

て１万５,０００セットを５月８日から販売

し、５月２２日に完売しております。 

営業継続支援金につきましては、５月２

９日をもって申請受付を終了し、１２４店

舗に対して支援金を支給いたしました。 

経営継続支援金につきましては、６月８

日現在、６２件について支援金を支給した

ところであります。 

次に、２点目の家賃などの固定費の支援

についてでありますが、国の家賃支援給付

金につきましては、新型コロナウイルス感

染症を契機とした５月の緊急事態宣言の延

長等により、売上げの急減に直面する事業

者の事業継続を下支えするため、地代・家

賃の負担を軽減することを目的として事業

者に対し給付金を支給するものでありま

す。 

この給付金の対象としましては、売上げ

減少率等の要件がありますが、給付額は支

払家賃月額の６カ月分であり、給付上限額

は、法人で月額５０万円、個人事業者では

月額２５万円となっております。 

給付率は、原則３分の２でありますが、

給付上限額を超えた場合は給付上限超過額

の３分の１を給付する例外措置があり、法

人であれば最高月額１００万円を６カ月間

で６００万円が、個人事業者であれば、最

高月額５０万円を６カ月間で３００万円が

支給されるものとなっております。 

御質問の町上乗せとして家賃等満額補助

制度実施の考えについてでありますが、本

町の現状で考えますと、国の家賃支援給付

金制度を活用する場合、大半が給付率３分

の２に該当すると想定されることや、町と

してこれまで様々な事業者支援を実施して

きたことから、家賃支援給付金の上乗せ支

援は考えておりません。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染

症の影響は大きいことから、今後につきま

しても、国からの新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用しなが

ら、様々な対策を引き続き実施してまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。 

次に、国民健康保険の傷病手当金対象の

拡大についてでありますが、国民健康保険

の傷病手当金につきましては、全額保険者

負担となることから、市町村国保では、厳

しい財政事情や様々な就業形態がある被保

険者間の公平性といった観点から、従前か

ら支給している保険者はありませんでし

た。 

しかしながら、今般の新型コロナウイル

ス感染症対策として、国内でのさらなる感

染拡大をできる限り防止するため、労働者

が感染または発熱等の症状があり、感染が

疑われる場合に、休みやすい環境を整備す

ることが重要であることから、被用者を対

象に、傷病手当金を支給することができる

ようにされたもので、その財源について

も、国の緊急的・特例的な措置として、当

該支給に要した費用が全額財政支援される

こととなったところであります。 

御質問の農業者などを加えた個人事業者

にも傷病手当金の対象を拡大してはどうか

についてですが、農業者や漁業者、自営業

者など、他者からの労務管理を受けない人

の勤務体系は把握することが困難であるこ

と、傷病手当金を支給する際の基準となる

標準報酬月額も所得が一定していないこと

から決めるのが難しいとされていること、

また、自営業者などには資金繰りなどで傷

病手当金とは別の支援があることなどか

ら、今回傷病手当金の支給対象者は被用者

に限定されたところであります。 

これらのことから、本町においても国の
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制度と同様とし、傷病手当金の対象の拡大

については難しいものと考えておりますの

で、御理解を賜りますようよろしくお願い

いたします。 

次に、４点目の国保病院にＰＣＲ検査体

制構築についてでありますが、現在、全国

的には感染者数の減少が認められています

が、第２波、第３波の感染拡大の局面に備

え、検査体制の強化が重要と考えておりま

す。 

国保病院では、これまでも入院治療の必

要な肺炎患者で、ウイルス性の肺炎を強く

疑う症例については、医師の判断によりＰ

ＣＲ検査を行うため、北見保健所に行政検

査を依頼しており、入院患者の場合、翌日

には結果が判明しているところでありま

す。 

検査に必要な検体採取は、鼻咽頭ぬぐい

液としており、採取時の感染リスクが極め

て高いことから、防護服の着用など十分な

感染対策を講じた上で、医師がその検体採

取の役割を担っておりますが、６月２日か

らは、唾液を用いたＰＣＲ検査が可能とな

ったことから、発症からの日数によって

は、感染リスクの低い唾液の採取により対

応しているところであります。 

ＰＣＲ検査は、一般的に病院等で行われ

ている検体中の物質の量や濃度を測定する

検査とは性質が異なり、ウイルスの遺伝子

を増幅して検出する方法であるため、専用

の検査機器と検査に習熟した人材を必要と

することから、実施可能な機関が限定さ

れ、国保病院で実施することは困難であり

ます。 

一方で、迅速な診断が可能な検査方法と

して抗原検査が保険適用となっています

が、行政検査としての抗原検査用キットの

供給先は、大学病院などの特定機能病院が

優先されており、国保病院が抗原検査を実

施する場合は、北海道との委託契約が必要

となることから、それらの動向を踏まえな

がら検査体制を考えていく必要がありま

す。 

今後、第２波、第３波の到来によって、

市中感染が拡大し、多くの感染者が発生し

た場合においては、検体採取などについ

て、国保病院の医師及び看護師だけで担う

ことは難しいと考えており、北海道及び美

幌医師会と連携、協力を図りながら対応し

てまいりたいと考えております。 

次に、美幌町の障がい者雇用についてで

すが、障がい者の雇用につきましては、障

がい者の活躍する場、つまり、障がい者そ

れぞれが、その特性や個性に応じた能力を

有効に発揮できる場を拡大し、一人でも多

くの雇用を行う取組について不断に実施す

ることが重要かつ必要であると認識してい

るところであります。 

このことから、障がい者の雇用の促進と

職業の安定を図るべく、この２年間におき

ましては、平成３０年度に１名の採用を行

っているところであります。 

しかしながら、御指摘のとおり法定雇用

率には届いておらず、北海道労働局から適

正実施勧告を受けている状況にあります。 

また、本年６月１日現在の障がい者雇用

率につきましては２.０６％と、人数にして

１名分の雇用不足により法定雇用率２.５％

に現在におきましても届いていない状況で

あります。 

このような状況を受けまして、障がいを

持つ職員から意見聴取を行い、働きやすい

職場づくりの構築の参考とするとともに、

障がい者が職場において活躍できるよう、

令和２年３月に美幌町障がい者活躍推進計

画を策定し、現在公表しているところであ

ります。 

計画期間は５年間で、令和６年６月１日

の目標値を２.６％と設定しているところで

あります。 

この計画では、募集時に障がい団体を通

じた周知を行うなどの案内時の対応のほ

か、面接時に関係機関の職員の同席を可能

とするなどの採用選考時の対応、さらに
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は、それぞれの障がい特性や能力、希望等

を十分把握し、職務の選定・マッチングを

推進する採用前面談の実施などを盛り込ん

でいるところであります。 

また、職場環境の整備も計画に盛り込ん

でおりますが、来年５月に供用開始予定の

新庁舎はユニバーサルデザイン仕様となっ

ており、エレベーターの設置など、障がい

特性に配慮した状況が整備されつつありま

す。 

これらを踏まえ、ソフト・ハード面双方

における準備をさらに進め、障がい者雇用

の推進に向け取り組むとともに、障がいの

ある職員を含む全ての職員が働きやすい職

場づくりに向けて、しっかりと取り組んで

まいりたいと考えておりますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 大江議

員の御質問にお答えいたします。 

学級編制について、国はこれまでに数次

の改定を行い、現在の４０人学級は昭和５

５年から続くものでありますが、平成２３

年度からは、１学級の上限を３５人とする

少人数学級を取り入れ今日に至っておりま

す。 

なお、少人数学級制度は、国が小学校１

年生を、北海道が小学校２年生・３年生及

び中学校１年生を、そして、町は独自施策

により、小学校４年生から６年生までを対

象に実施しており、これまで町は、平成２

４年度から２８年度まで旭小学校に１名、

平成２５年度から２８年度まで美幌小学校

に１名を配置して、きめ細かな教育活動に

取り組んでおります。 

過去に文部科学省が実施した少人数学級

の評価の調査によりますと、学習面は総じ

て児童生徒の学力が向上した、生活面は不

登校やいじめなどの問題行動が減少したな

ど、質問の多くが少人数学級を肯定する回

答でありました。 

このように、在籍者数は少人数であるほ

ど、教員の目が児童生徒一人一人に行き届

き、学習環境としてはふさわしいと考えて

おります。 

こうした中、国では今般の第２次補正予

算において、新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえた学校教育活動における学び

の保障として、教員の加配、学習指導員や

スクールサポートスタッフの追加配置策を

講じており、こうした事業の活用も検討し

ながら、一層の学習定着を図っていきたい

と考えております。 

本年６月１日現在、本町全校の学級在籍

数の平均は、小学校が２４．４人、中学校

が３０.５人であり、中学校において３クラ

スが３５人を超える学級となっておりま

す。 

このような中、小学校は少人数学級制度

を適用し、２０人以下で学級編制するクラ

スも存在しており、さらに、来年度以降は

各小学校で２０人以下の学級が出現する状

況にあります。 

以上のことから、御質問の２０人学級の

実現を目指した必要な行動につきまして

は、北海道において、少人数学級の拡大や

教職員定数の改善を国に要望していること

から、まずは、国の責任において全学年で

３５人学級を実施することを求めていきた

いと考えておりますので、御理解賜ります

ようお願いいたします。 

以上、お答え申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 順次再質問を行っ

ていきたいと思います。 

家賃などの固定費の支援についてお聞き

いたしますが、その前提として、国・道な

どの支援の状況や、あるいは支給状況。北

海道は相当遅れています。昨日の段階で何

人か確認しましたが、支給されていないと
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いう状況です。 

収入が減って大変な思いをしているけれ

ど、支援がないという状況をしっかり押さ

えた上で、町としても手だてを打っていく

必要があると改めて考えております。 

そこでお聞きいたしますが、売上げが激

減している中で、固定費の負担は大きいと

いうことです。 

私はとりあえず、家賃、地代などの固定

費を満額でと申し上げていますが、たとえ

ば、ある店の例を御紹介いたします。家賃

は４万円、機械リースの借上料、月６万

円、電気代が４万円、水道１万２,０００

円、ガス１万円、さらに、従業員を１人使

っていて、確保するために給料を支払い続

けている賃金月額１０万円。これは固定費

になりますが、一月２６万２,０００円にな

ります。 

もう一人、建物は自分のものだが、土地

を借りていて、借地２万円、電気が２万

円、水道１万５,０００円、ガス２万５,０

００円、合計８万円の固定費がかかってい

ます。家族２人で営業をされているという

状況です。 

私が申し上げたいのは、これで家賃・地

代について国の支援が３分の２出たと仮定

いたしまして、最初のケースで言えば、支

援は２万６,６００円です。これは固定費の

１割にしかならない。 

もう一つのケースで言えば、借地２万円

の３分の２ですから、１万３,０００円の支

援があることになると思います。固定費に

占める中身１６.６％です。 

したがって、家賃・地代等満額支援をさ

れたとしても、固定費に占める支援率とい

うのは、最初のケースで１５％、二つ目の

ケースでも２５％ということで、非常に

微々たるものです。 

ですから、家賃や地代全額というのは、

決して途方もないものでは全くないという

状況になります。 

時間の関係でもう少し申し上げますが、

したがって、全道、全国の自治体の家賃等

の支援状況を町としても押さえておられる

と思うのですが、全道的には、第１次の交

付金を充当いたしまして、既に行われてお

りますが、小樽市、５月、６月の家賃の半

額補助しようと、登別市、これは一律１０

万円の支給、根室市、３月、４月分、二月

分を５万円を上限に支援する。 

洞爺湖町も１カ月相当分を１０万円を限

度にということで、それぞれ条件は違いま

すが、やはり固定費の軽減ということで手

当てをされています。 

本州でも幾つかありますが、いずれにし

ても、家賃・地代・固定費を支援するとい

うのは、第１次の交付金を使ってやって、

第２次でも当然継続されると思っています

が、美幌町でも固定費の負担は収入がなく

ても必ずついて回ります。 

あえて家賃・地代に限らずに、置かれた

実態を把握した上で、機械のリース代、あ

るいは、冷蔵庫を持たないと飲食店をやっ

ていけないということで、相当な電気代が

かかるということも含めて、電気・水道・

ガスなども含めて総体を捉えて、固定費支

援ということを思い切って打ち出す必要が

あると思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、固定費のお話

を質問されました。 

私どもが、これまで町民の方々に支援を

何もしてこないということであれば、大江

議員がおっしゃっている固定費という考え

方は納得する部分であります。 

ただ、私どもとしては、まずは国の支援

が遅く、手元にお金が届かない中で、どう

するかということで、スピード感をもって

何かをしなければいけないということで、

最初に、飲食店、旅館業の方々に３０万円

を支給する、それから全業種の方々に経営

継続支援金としてお金を申請してもらうと

いうやり方をしていることにおいて、固定

費に対して出さないというよりも、そうい
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うことを踏まえて、今後どういうことをや

ればいいのかと考えていることも事実であ

ります。 

ただ、固定費の家賃に対しての支援は今

のところ考えていないと御理解いただけれ

ばと思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 町長の答弁の中に

は含みがあるのかなとは聞こえます。 

それと美幌町がこれまで打ってきた手だ

てについて評価していないということでは

全くありません。 

ただ、原資が、第１次、１億２,２４１万

円の交付金の中では精いっぱいなのかなと

思っています。 

同時に、緊急事態宣言は解除されたけれ

ども、ではどうなのかとお聞きしますと、

若干客足は戻ったけれど、前年の３分の

１、６６％ぐらいは依然として半分以下と

いう状況です。 

もう一つのケースで言えば、食堂を経営

していて、３密を避けなければいけない。

従来のお客さんは絶対に確保できない。客

足は明白に減っているということで将来を

考えたら、今やめどきかもしれないと、こ

んな状況です。 

美幌町内で食堂などがなければ、美幌町

に来る人にとっては全然楽しみがないとい

う状況になってしまうということで、コロ

ナの影響は計り知れないと思っています。

やめてしまわれたら大変だと思います。 

そこで、第２次補正予算で組まれている

創生交付金の規模は２倍の２兆円です。大

都市部では、当てが外れているということ

で、大きな騒ぎになっているようですが、

財政力の小さい当町にとっては、多分従来

どおり来るなと私は期待をしています。そ

うすると、２倍、２億円を超える財源をも

って、どんな手だてができるかということ

だと思います。 

関連します第１次の交付金で行った事

業、プラス第２次の交付金ということで、

一定の予算を持つことができるのではない

かと思うのですが、これから手を打とうと

されています様々な対策を引き続き実施す

るということで、この中に、本当に経営の

継続を支援する手だての原資はある可能性

があると私は思うのですが、この点で、最

後にいたします。いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 再度お話しします

けれども、家賃の上乗せはしないと私は答

弁しているのです。 

先ほど大江議員から含みがあるという話

ですけれども、固定費という概念であれば

変わってくるのです。 

今街の中においては、借家の方よりも自

分の建物として持っている方が多いと考え

て、その固定費の中でいけば、飲食店にお

いては、例えば音響装置のリース代が高

く、家賃より高かったりということも私ど

もでは押さえています。そういった中で、

何がいいかといろいろ模索していることは

事実です。 

ですから、何もやらないということでは

なくて、１番効率的な、皆さんをしっかり

支援できるものをやりたいという思いはあ

ります。 

それから、今度は２次で町にお金が入っ

てくる中で、長期的見通しも立てながら、

事業者が事業をやめないで済むような方策

をしっかり対応しなければならないという

ことだけは御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 残り２０分ほどと

いうことなので、次に移ります。 

国民健康保険の傷病手当金の対象の拡大

についてであります。 

被用者に対する傷病手当金を創設した段

階で、農業者、あるいは、自営業者の方か

ら不公平だと、ただ、新型コロナウイルス
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に感染した場合の、言ってみれば限定した

ものですけれども、かかるかもしれない可

能性を持っている者としては、やはり被用

者だけではなくて、対象に加えてほしいと

いうのは私は当然だと思います。 

このようにも言っています。飲食店の経

営者は、もし自分が感染したらどうなる

か。営業は続けられない。 

それから、様々な支援があると言ってい

ますが、それは経営の支援なのです。生活

支援ではないです。傷病手当金は、生活支

援ですよね。 

幾つかの町に聞きましたが、手当てした

ものは交付金の対象になるのではないか。 

ある町ではなると思うということで、国

保の条例を改正せずに、一般会計で要綱を

つくって支援策を決めた。空振りもありま

すが、患者が出なければ使わない。空振り

もあるけれど、とりあえず頭出しをして、

もし患者が出たら業者を守るという町の姿

勢を見せると、これは大事なことだと私は

思います。 

これは、飛騨市の例ですけれども、支援

の金額をどういうふうに計算しているかと

いうことで聞きますと、前年の所得を３６

５日で割って、１日当たり幾らというのを

出して、傷病の期間中にその３分の２を支

給するということで、これは論的にもそう

だろうと思います。 

それから、鳥取県岩美町というところも

あるのですが、ここも考え方は同じです。 

一般会計でみるということで、これも要

綱をつくって同じようにやっているという

ことです。 

私は、美幌町はもしかして免れるかもし

れない。誰も感染者が出ないということは

あるかもしれないけれども、心理的には非

常に大きな支援策になる。発生したら、自

営業者は、接客業はやめざるを得ないほど

の打撃を受ける。それに対する支援策とい

うことで、私は必要な手だてになるのでは

ないかと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回の御質問の中

で、国保では基本的に難しいという話をさ

せていただいております。 

その中で、大江議員からの本人を守ると

いう意味でいけば、私もまずは町民の命と

健康を守るということを強調して言ってき

ました。 

ですから、どういう形がとれるかは別で

すけれども、今、大江議員から御紹介いた

だいたことを自分も勉強しながら、スタッ

フと相談してみたいと思います。 

切り口としては、自営業本人がなったと

きに、事業の継続に影響するということを

含めて、その本人を守るという概念から何

かできるかどうかという検討はしたいと思

っております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 国保病院にＰＣＲ

検査の体制をということで御質問いたしま

して、なかなか技術的に難しい様相がある

ということは御答弁いただきました。 

ただ昨今、ＰＣＲ検査も遠隔でできる

と、医師の指示の下に、家庭で検査ができ

る段階になってきているという情報は得て

いますが、もし、ＰＣＲ検査が技術的に大

変だということであれば、ＰＣＲ検査につ

いては、３月段階で保険適用になっていま

すが、抗原検査についても、５月１３日に

保険適用になっていて、本人負担は伴わな

い。 

しかも、迅速、簡便なものということ

で、大変期待が持てる。精度は若干落ちる

ようですけれども、期待が持てると思いま

す。 

今回の新型コロナの特徴は、従来のイン

フルエンザとは相当違う。従来のインフル

エンザで病院等が崩壊するということは全

くありません。医師、看護師がばたばた倒

れるということはない。そういう意味で、
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新しい現象だと思います。 

同時に、発症していなくても、全く感覚

がないけれども感染させているというのも

特徴で、それらの情報は、特に、医療、介

護老人施設など、あるいは接客業の方々

は、移しているのではないかと非常に深刻

な不安を抱えています。そういう点で、不

安を取り除くこと、現在は、北見保健所に

送らないと検査ができないということなの

で、地元でという声については、私は本当

にそうだなと思います。 

こういう例もあります。２月に人員が多

いからということで解雇されて、その後、

職を求めた時点で、たまたませきが出た。

本人も不安、雇う側も不安、この際、やめ

ましょうということで、現在も失職中とい

う方は証拠がないのです。コロナではない

という証明が得られないので本当に不安で

す。 

収入がないことははっきりしていますけ

れども、ノイローゼ状態ということで、そ

れらも含めて、やはり体調が悪くて、コロ

ナではないという証明が欲しいというの

は、美幌町民共通していると思います。 

無症状で感染者が多数いるというのは、

アメリカなどでもたくさん例が出ていま

す。感染源が４０％無症状者から出ている

というのはＷＨＯが言っていますし、疾病

対策センター、ＣＤＣは感染者の３５％は

無症状だと言っています。極端な例は、感

染者の８８％が無症状だという例も出てい

ます。 

したがって、保険適用になったというこ

とで、私は地元の病院で受けられるように

と思っていますが、最初の御答弁は、行政

検査としての抗原検査用キットの供給先は

大学病院などの特定機能病院が優先されて

いて、なかなか地元は対象にならない。こ

ういう段階はあったと思いますが、現在は

なくなっていると思うのですが、事務長い

かがですか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

御質問にお答えします。 

大江議員がおっしゃっているのは抗原検

査の関係だと思いますが、つい先日、抗原

検査キットを取り扱っている業者から、比

較的安価な物が発売されているということ

で情報を得ておりまして、この答弁書では

大きな大学病院ですとか、そういったもの

に限定されているということで答弁させて

いただきましたけれども、直近の情報によ

りますと、それらの検査キットについては

販売が開始されて、場合によっては入手可

能ではないかということで、現在、詳細に

ついては調査中でございます。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 時間差での答弁だ

と思っています。 

実は、病院当局は押さえておられるよう

に、５月１４日付の厚生労働省の事務連絡

では優先的に配分すると。ところが、６月

８日に事務連絡は廃止するという事務連絡

が出ていまして、今は全国どこでもやれる

という状態になったと、多分、北海道から

の連絡が遅れているのだと思います。 

それで、精度はやや落ちるようですが、

陰性という検査結果が出ても、うのみには

できない。さらに、ＰＣＲなどの検査を再

度受けざるを得ないという、陽性は陽性で

直ちに手を打てるというふうに、これはこ

れで安心材料になっていますが、そういう

状況です。 

そして、検査をすれば、診療報酬で病院

に手当があり、本人は負担なしということ

なので、この体制で道との委託契約を締結

すれば、あるいは、先行して検査がされて

いて、後日委託契約という、後から道との

委託契約を結んでもいいという状況にもな

っています。 

敷居が高いのかと思って確認しました

ら、そういうことはありませんということ

で、歓迎しています。 
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本来、都道府県がやるべき行政検査を肩

代わりでやっていただける、しかも迅速に

やっていただけるということで歓迎されて

いますので、ぜひ、これは町立国保病院で

いざという時にはいつでも検査を受けられ

るという情報を発信していただければと思

っています。 

町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 検査体制の部分と

いうことであれば、今大江議員がおっしゃ

ったことは私も理解はします。 

ただ、検査をする以前におそれがある

方々に対する病院の対応は、現実には完全

に別扱いにして、先生方がその都度防護服

を着てやっているということを考えたとき

に、今、医師会からぜひ、美幌でも第２

波、第３波が出たときの対応としてそうい

う検査をするところを設けるべきだという

話があります。 

ですから、病院を守るという面からいけ

ば、今もおそれがある人は北見市に出した

ときには別枠で、万が一あった場合に院内

感染しないような対応をとっているという

ことを考えたときに、私は余り国保病院が

できますよとは、簡単にわかりましたとい

うことではないと思っております。 

ですから、今後、町民の感染のおそれの

有無をどうするかという部分であれば、や

はり、北見市も詰めておりますけれども、

検査する場所を別につくってやるのであれ

ば、どこでもそうですけれども、医師会を

中心に、入院できるような施設と縁切りし

てやることが望ましいと思っていますし、

その手法についてどういう形が１番いいの

かということで、最終的にはＰＣＲ検査と

いう話をしますけれど、前段にいろいろな

情報が刻々と入ってきているので、その辺

を忘れないで、すぐに町立でやりますとい

うことにはならないと私は捉えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 相当厳しいことを

委託契約の段階で求められるのかなと。 

もちろん防護服だとか、そういうのはあ

りますけれど、最低限一般患者と区分けが

でき、発熱外来などの入り口が別で、一定

の防護状態ができれば、多分北海道として

はやっていただきたいということだろうと

思います。 

技術的なことは、私は素人なのでわかり

ませんけれど、多分、病院の関係者など、

発熱、感染したらどうなるということで、

大変な思いをしている方々にとっては、迅

速な検査体制が地元でできる。この安心は

非常に大きいと思いますし、感染したら店

を畳まざるを得ないだろうという不安を持

っておられる方々にとっても、これは受け

皿として大事なことだと思います。 

技術的なことは、先生方といろいろな角

度で研究をしなければならないということ

もあります。 

今回の抗原検査は、唾液ではないようで

す。ですから、検体が飛び散るということ

はまだあるという状況なので、そういうこ

とを押さえた上で、ぜひ、前向きに、しか

も急いで前進回答していただきたいと思う

のですが、町長どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 町民の方々の生命

と健康を守るということであれば、今、大

江議員がおっしゃったことに対しては努力

はしたいと思います。 

ただ、今の技術の中で、手法をどうする

かということ、ですから、そういう可能性

がある人の周りに対する行動も含めて、い

ざ病院でそれを採取するという部分がどう

かと考えた場合に、そういう場所の設置に

ついては、北見保健所とか、北見市が今や

ろうとしていることも踏まえて、美幌町の

規模の中でどうすることがいいかというこ

とは考えたいと思いますけれども、今すぐ

にこうするということは、何が問題かとい
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うのはコロナウイルスに対しての私が持っ

ている知識と、それから先生方が持って

る、医師会を含めての認識とこの辺がしっ

かりとできない限りやれるとは今の段階で

は言いがたいという状況であります。 

○議長（大原 昇君） これで、３番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ３時２１分 散会   
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